
藩
政
改
革
の
政
治
構
造

－
徳
島
藩
に
お
け
る
藩
政
史
認
識
形
成
一
－

三

宅

正

止
旨、

マ

【
要
旨
】
　
本
稿
は
、
近
藩
中
後
期
に
お
け
る
藩
政
改
革
の
際
の
政
治
構
造
に
つ
い
て
、
徳
島
藩
に
お
け
る
宝
暦
・
明
和
改
革
及
び
寛
政
改
革
を
事
例
と
し

て
考
察
し
た
。
藩
政
改
革
に
お
い
て
、
社
会
的
・
政
治
的
状
況
（
財
政
窮
乏
・
百
姓
一
揆
等
）
に
規
定
さ
れ
た
政
治
課
題
に
対
し
て
、
政
治
権
力
が
ど
の

よ
う
な
理
念
で
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
対
処
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、
先
例
認
識
の
あ
り
方
が
大
き
く
影
響
し
、
政

治
構
造
を
規
定
し
た
。
当
該
時
期
の
政
治
改
革
は
ま
ず
第
一
に
倹
約
・
風
儀
統
制
政
策
と
し
て
行
わ
れ
、
藩
政
の
時
期
区
分
認
識
と
し
て
の
藩
政
史
認
識

が
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
定
着
し
た
藩
政
史
認
識
に
基
づ
く
先
例
を
根
拠
と
し
て
、
そ
の
後
の
諸
政
策
が
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
先
例
重
視

と
は
い
っ
て
も
、
当
該
時
期
の
課
題
に
応
じ
た
柔
軟
な
先
例
解
釈
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
近
世
政
治
秩
序
の
保
守
性
と
柔
軟
性
の
双
方
を
同
時
に
示

し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
〇
巻
四
号
二
〇
〇
七
年
七
月

藩政改革の政治構造（三宅）

は
　
じ
　
め
　
に

　
藩
政
改
革
に
つ
い
て
は
現
在
ま
で
に
多
く
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
藩
政
改
革
の
契
機
・
前
提
と
し
て
、
幕
藩
制
の
矛
盾
の
表
出
と
し
て
の
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

財
政
窮
乏
と
農
民
一
揆
の
激
化
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
へ
の
対
応
と
し
て
藩
政
改
革
が
な
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
そ
れ
に
加
え
、

藤
田
覚
氏
に
よ
っ
て
、
幕
政
と
藩
政
を
関
連
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
視
点
が
主
張
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

藩
同
士
の
情
報
交
換
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

藩
政
改
革
の
幕
政
改
革
と
の
繋
が
り
や
、
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と
こ
ろ
で
、
近
世
中
期
の
藩
政
改
革
に
つ
い
て
は
、
そ
の
政
治
主
体
に
つ
い
て
、
従
来
か
ら
「
名
君
」
・
「
賢
宰
」
に
よ
る
主
導
が
指
摘
さ
れ

　
　
③

て
き
た
。
近
年
、
藩
政
改
革
に
お
け
る
藩
主
主
導
の
政
治
構
造
に
つ
い
て
、
藩
主
の
藩
政
へ
の
関
与
の
あ
り
方
が
改
革
の
成
否
を
大
き
く
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
た
と
い
う
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
改
革
期
の
政
治
主
体
形
成
に
関
わ
っ
て
、
藩
政
改
革
が
、
特
に
寛
政
期
以
降
、
復
古
と
い
う
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
と
っ
て
宣
言
さ
れ
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
改
革
政
治
の
権
威
の
確
保
・
正
統
性
の
獲
得
と
い
う
視
点
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
、
筑

前
福
岡
藩
を
事
例
と
し
て
近
世
中
期
の
藩
政
を
「
藩
政
の
総
体
」
と
い
う
視
点
か
ら
描
き
出
し
た
福
田
千
鶴
氏
が
、
中
期
藩
政
改
革
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

先
例
主
義
に
基
づ
く
藩
論
統
～
の
た
め
の
事
業
と
し
て
「
記
録
仕
法
の
改
革
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
、
藩
政
改
革
に
お
け
る
政
治
構
造
が
ど
の
よ
う
な
規
定
性
を
受
け
て
現
出
し
た
の
か
を
、

　
　
　
　
⑦

藩
政
史
認
識
と
い
う
視
点
を
導
入
し
て
論
じ
る
こ
と
で
、
近
世
の
政
治
秩
序
の
特
質
に
迫
る
一
つ
の
試
み
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
近
年
の
藩
研
究
に
お
い
て
は
、
「
藩
世
界
」
や
「
藩
社
会
」
と
い
っ
た
新
た
な
概
念
が
提
起
さ
れ
、
藩
内
外
の
諸
集
団
の
諸
関
係
を
広
く
総

合
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
藩
と
い
う
政
治
権
力
体
が
、
そ
の
家
中
・
領
国
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
理
念
・
政
策
基
調
で
も
っ
て
対
し
、
家
中
・
領
国
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
た
の
か
と
い
う
視
点
が
不
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

幕
藩
政
治
支
配
シ
ス
テ
ム
の
特
質
を
近
世
初
期
か
ら
幕
末
へ
至
る
歴
史
的
諸
段
階
の
中
で
捉
え
る
た
め
に
、
そ
の
諸
段
階
に
お
け
る
政
治
構
造

の
あ
り
方
・
変
容
が
い
か
な
る
原
理
に
規
定
さ
れ
て
現
出
し
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
課
題
意
識
に
基
づ
き
、
徳
島
藩
蜂
須
賀
家
（
阿
波
・
淡
路
両
国
二
五
万
石
余
）
を
事
例
と
し
て
、
そ
の
宝
暦
・
明

和
改
革
及
び
寛
政
改
革
を
合
わ
せ
て
考
察
す
る
。
改
革
に
至
る
政
治
的
諸
前
提
を
検
討
し
、
そ
れ
が
次
の
改
革
に
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て

い
く
の
か
、
も
し
く
は
い
か
な
い
の
か
、
そ
し
て
藩
の
政
治
構
造
に
ど
の
よ
う
な
規
定
性
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

〔
参
考
・
蜂
須
賀
家
歴
代
藩
主
〕

　
　
い
え
ま
さ
　
　
　
　
　
よ
し
し
げ
　
　
　
　
　
た
だ
て
る
　
　
　
　
　
み
っ
た
か
　
　
　
　
　
　
つ
な
み
ち
　
　
　
　
　
　
つ
な
の
り
　
　
　
　
　
む
ね
か
ず
　
　
　
　
　
　
む
ね
ひ
で
　
　
　
　
　
む
ね
し
げ
　
　
　
　
　
　
よ
し
ひ
ざ
　
　
　
　
　
　
　
し
げ

藩
祖
家
政
－
初
代
至
鎮
－
二
代
患
英
－
三
代
光
隆
i
四
代
精
通
…
五
代
綱
矩
－
六
代
宗
員
－
七
代
宗
英
…
八
代
宗
鎮
－
九
代
至
央
一
～
○
代
重

よ
し
　
　
　
　
　
　
　
は
る
あ
き
　
　
　
　
　
　
　
な
り
ま
さ
　
　
　
　
　
　
　
な
り
ひ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
し
げ
あ
き

喜
1
＝
代
治
昭
－
一
二
代
斎
昌
一
＝
二
代
斎
裕
…
一
四
代
茂
紹

2　（532）



①
吉
永
昭
・
横
山
昭
男
「
国
産
奨
励
と
藩
政
改
革
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
＝

　
近
世
ご
巖
脚
石
波
審
屈
狸
、
　
一
九
七
六
年
）
等
。

②
藤
田
覚
編
『
幕
藩
制
改
革
の
展
開
臨
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
。
藤
田
覚

　
『
近
世
の
三
大
改
革
㎞
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。

③
吉
永
・
横
山
前
掲
「
国
産
奨
励
と
藩
政
改
革
」
。
長
野
邊
門
藩
政
改
革
論
」
（
山

　
田
忠
雄
・
松
本
四
郎
編
『
講
座
日
本
近
世
史
五
宝
暦
・
天
明
期
の
政
治
と
社

　
会
睡
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
等
。

④
　
瀬
島
三
州
「
津
山
藩
の
安
永
改
革
」
（
圃
鷹
陵
史
学
』
二
九
、
二
〇
〇
三
年
）
。

⑤
長
野
前
掲
「
藩
政
改
革
論
」
等
。

⑥
福
田
千
鶴
「
近
世
申
期
の
藩
政
」
（
大
石
学
編
『
日
本
の
時
代
史
一
六
享
保
改

　
革
と
社
会
変
容
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
。

⑦
本
稿
で
は
、
藩
政
に
お
け
る
政
治
構
造
の
近
世
初
期
か
ら
の
変
遷
を
ど
う
い
つ

　
た
諸
段
階
（
時
期
区
分
）
を
設
定
し
て
捉
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
認
識

　
を
、
「
藩
政
史
認
識
」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
「
藩
政
史
認
識
」
は
、
い
つ
の
ど
の
事

　
例
を
、
復
古
の
対
象
又
は
権
威
の
正
統
性
の
根
拠
と
す
べ
き
も
の
と
捉
え
る
か
と

　
い
う
「
先
例
認
識
」
の
前
提
と
な
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
。

⑧
岡
山
藩
研
究
会
編
槻
藩
世
界
の
意
識
と
関
係
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
。

⑨
岸
野
俊
彦
二
品
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究
騙
清
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
。
同
編

　
『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究
〈
第
二
篇
〉
』
清
文
堂
、
一
　
O
O
四
年
。

第
一
章
　
宝
麿
・
明
和
改
革
へ
の
政
治
過
程

藩政改革の政治構造（三宅）

1

宝
麿
・
明
和
改
革
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
徳
島
藩
に
お
け
る
宝
暦
・
明
和
の
藩
政
改
革
は
、
宝
暦
期
の
倹
約
政
策
に
始
ま
り
、
明
和
期
の
「
役
席
役
高
の
制
」
導
入
を
軸
と
し
て
藩
主

重
喜
の
主
導
で
精
力
的
に
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
改
革
政
治
の
前
提
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
藩
財
政
窮
乏
と
農
民
～
揆
の
激
化
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
へ
の
対
策
と
し
て
の
当
該
時
期
の
徳
島
藩
の
経
済
政
策
、
特
に
裏
作
を
め
ぐ
る
専
売
政
策
等
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
研
究
蓄
積
が

　
②

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
改
革
政
治
を
推
進
し
た
政
治
主
体
の
形
成
の
問
題
に
関
わ
っ
て
、
高
橋
啓
氏
・
笠
谷
和
比
古
氏
に
よ
っ
て
、
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

主
重
喜
と
家
老
山
田
織
部
等
の
家
臣
た
ち
と
の
権
力
抗
争
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
両
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
概
要
を
示
す
と

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
佐
竹
義
道
の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
た
重
喜
が
、
九
代
経
理
の
養
子
と
し
て
蜂
須
賀
家
に
迎
え
ら
れ
家
督
を
相
続
し
た
の
は
宝
暦
四
（
～
七
五

四
）
年
入
念
で
あ
っ
た
。
当
時
の
徳
島
藩
は
財
政
窮
乏
等
の
事
情
が
重
な
り
、
藩
政
改
革
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
政
治

3　（533）



を
牛
耳
っ
て
い
る
家
老
層
へ
の
反
発
も
あ
り
、
中
老
層
に
属
す
る
近
習
役
は
重
喜
に
対
し
て
直
仕
置
の
田
格
へ
の
復
帰
を
進
言
し
た
。
し
か
し
、
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
⑮

こ
れ
に
対
す
る
重
喜
の
反
応
は
冷
た
く
、
重
喜
の
直
仕
置
に
対
す
る
認
識
は
否
定
的
で
あ
り
、
重
喜
は
逆
に
旧
格
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
し
い
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

制
を
模
索
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
宝
暦
九
年
、
重
喜
は
仕
置
家
老
山
田
織
部
の
協
力
を
期
待
し
て
新
法
「
役
席
役
高
の
制
」
の
導
入
を
表
明
す

る
が
、
山
田
織
部
は
こ
れ
に
強
く
反
発
、
他
の
家
老
を
始
め
近
習
役
に
い
た
る
ま
で
新
法
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
。
対
し
て
重
喜
は
藩
主
引
退

ま
で
警
め
か
し
て
一
統
を
説
得
し
、
権
力
の
確
立
に
成
功
す
る
。
以
後
重
喜
は
、
重
喜
を
呪
写
し
た
山
田
織
部
に
切
腹
を
命
じ
、
他
の
家
老
も

退
任
に
追
い
込
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
明
和
三
（
一
七
六
六
）
年
に
新
法
を
実
施
し
、
こ
の
鱈
臣
抗
争
は
重
喜
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
か
に
見
え

た
が
、
同
六
年
、
幕
府
か
ら
重
喜
に
対
し
て
隠
居
命
令
が
下
り
、
重
喜
は
隠
居
、
家
督
は
嫡
男
治
昭
が
相
続
し
た
。
治
昭
は
当
時
幼
少
で
あ
っ

た
た
め
、
政
治
の
実
権
は
仕
置
家
老
長
谷
川
近
江
に
移
り
、
政
治
の
あ
り
方
も
従
来
通
り
に
戻
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
重
喜
は
先
例
の
否
定
に

よ
っ
て
家
臣
団
、
特
に
家
老
層
と
の
対
立
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
が
隠
居
の
幕
命
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
か
ら
、
宝
暦
九
年
の
二
月
に
重
喜
が
「
役
席
役
高
の
制
」
導
入
を
表
明
し
た
こ
と
が
政
治
主
体
形
成
の
視
点
か
ら
み
た
改
革
政
治
の
起

点
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
に
至
る
経
過
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
藩
主
重
喜
を
取
り
巻
く
政
治
課
題
を
見
極
め
、

宝
暦
九
年
に
重
喜
が
「
役
席
役
高
の
制
」
導
入
を
表
明
す
る
に
い
た
っ
た
政
治
過
程
に
つ
い
て
、
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

2

藩
主
璽
喜
の
政
治
改
革
志
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
蜂
須
賀
家
文
書
の
中
に
、
重
喜
家
督
相
続
以
後
の
宝
暦
期
の
日
記
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
藩
主
が
政
務
等
に
関
わ
っ
た
記
録
で
あ
り
、

日
常
生
活
を
記
し
た
日
記
で
は
な
い
。
こ
の
宝
暦
期
の
日
記
を
中
心
に
、
宝
暦
九
年
目
重
喜
が
「
役
席
役
高
の
制
」
導
入
を
表
明
す
る
ま
で
の

重
喜
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
を
み
て
い
く
。

　
宝
暦
四
年
八
月
に
蜂
須
賀
家
の
家
督
を
継
承
し
た
重
喜
は
、
翌
年
五
月
に
初
め
て
国
許
に
帰
国
し
た
。
重
喜
は
こ
の
年
、
藩
主
の
家
中
に
対

す
る
「
作
法
」
を
い
く
つ
か
変
更
し
て
い
る
。
例
え
ば
九
月
一
二
日
に
は
家
老
に
対
す
る
書
状
に
「
被
」
「
方
」
と
い
う
字
を
使
用
し
な
い
こ
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と
を
明
言
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
先
代
之
取
扱
念
入
、
対
家
来
へ
却
而
法
外
」
と
い
う
認
識
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
藩
主
が
外
出
中
に

家
臣
に
行
き
逢
っ
た
際
の
規
定
や
、
家
老
が
忌
中
の
際
に
使
者
を
遣
す
規
定
等
を
定
め
る
等
し
て
い
る
。
九
月
一
五
日
に
は
、
留
野
で
鉄
炮
を

罷
り
に
打
つ
こ
と
等
の
禁
令
を
出
し
た
。
こ
う
し
た
動
き
の
背
景
に
は
、
中
老
の
嫡
子
の
面
々
が
規
式
の
際
の
座
席
に
つ
い
て
訴
訟
を
す
る
等

（
同
年
一
〇
月
二
五
日
）
、
家
中
の
側
に
も
「
作
法
」
を
明
確
に
す
る
志
向
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宝
暦
五
年
か
ら
翌

年
三
月
に
か
け
て
の
在
国
中
に
は
、
家
中
の
「
作
法
」
を
糺
そ
う
と
す
る
動
き
が
多
く
確
認
で
き
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
「
作
法
」
を
糺
す
動
き
の
背
景
に
あ
っ
た
問
題
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
宝
暦
六
年
三
月
五
日
、
代
官
下
条
成
助

が
処
罰
さ
れ
た
事
件
が
起
こ
っ
た
。
下
条
は
支
配
地
の
庄
屋
等
か
ら
不
正
に
金
品
を
取
り
立
て
、
贔
屓
を
す
る
等
し
て
い
た
。
こ
れ
が
噂
に
な

り
、
伊
賀
者
の
調
査
を
経
て
確
認
さ
れ
、
処
罰
へ
と
至
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
下
条
成
助
は
、
家
老
池
田
登
の
認
識
に
よ
る
と

「
御
用
方
ハ
出
精
之
者
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
役
人
と
し
て
は
優
秀
な
も
の
が
、
百
姓
に
対
す
る
不
正
を
行
っ
て
い
た
、
と
い
う
両
側
面
を
有

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
の
解
決
が
当
時
の
徳
島
藩
の
藩
政
上
の
課
題
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
重
喜
の
政
治
改
革
へ
の
志
向
が
形
を
と
っ
て
表
れ
る
の
は
、
宝
暦
六
年
の
在
府
中
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
閏
一
一
月
八
日
、
重
喜

は
家
老
・
近
習
・
目
付
・
奥
小
姓
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
積
極
的
に
諌
言
し
て
く
れ
る
こ
と
を
頼
む
書
付
を
渡
し
て
い
る
。
家
老
に
宛
て
た
書
付

を
次
に
示
す
。

　
　
家
老
江

我
等
近
頃
古
訓
を
学
ひ
候
所
、
何
事
も
人
の
本
道
に
叶
ひ
慰
事
ハ
か
た
き
事
と
相
見
へ
候
、
渥
美
ハ
差
当
り
、
君
た
る
の
か
た
き
こ
と
思
ひ
あ
た
り
候
、

人
の
霜
た
る
も
の
ハ
、
万
人
を
統
へ
候
得
者
、
一
日
安
逸
の
心
を
い
た
き
候
て
ハ
、
書
の
職
を
す
て
、
鴛
に
あ
ら
す
と
存
候
、
夫
恋
付
、
近
来
自
分
こ
も

つ
よ
く
省
ミ
勉
候
へ
と
も
、
兎
角
自
我
過
テ
ハ
知
れ
か
た
く
、
後
悔
の
事
の
ミ
多
候
へ
と
も
、
古
人
教
の
こ
と
く
、
過
ち
を
樵
る
入
日
々
に
前
に
至
り
候

ハ
・
、
十
か
一
の
過
ち
も
あ
ら
た
ま
り
、
悔
も
少
キ
様
二
成
へ
き
と
存
候
、
不
及
申
事
な
か
ら
、
不
依
働
事
被
存
寄
馬
事
ハ
無
伏
蔵
被
申
聞
候
様
に
致
度

候
、
震
の
職
ハ
国
家
を
治
る
に
あ
る
こ
と
勿
論
之
事
二
候
、
国
家
を
治
る
の
本
図
、
上
下
の
心
一
致
す
る
に
勝
て
、
上
下
一
致
せ
し
む
る
の
本
ハ
、
君
臨

5　（530r）



人
の
諌
に
随
ひ
て
、
過
ち
を
改
め
、
善
を
為
る
に
落
手
事
と
再
呈
、

者
共
相
器
ひ
、
心
を
入
、
我
等
を
善
に
勧
メ
候
様
子
可
成
と
存
候
、

申
事
二
候

向
後
早
来
仕
置
之
上
之
義
ハ
勿
論
、
職
分
之
外
こ
も
我
等
を
取
立
給
費
者
、
以
下
の

何
分
上
下
心
を
合
せ
、
熟
和
無
之
候
て
ハ
、
未
熟
之
我
等
行
末
無
思
束
候
故
、
如
是

6　（536）

　
「
古
訓
」
を
学
ん
だ
重
喜
は
、
「
君
の
職
」
に
あ
る
も
の
と
し
て
「
国
家
」
を
治
め
る
た
め
に
、
「
上
下
一
致
」
こ
そ
が
大
事
で
あ
る
と
考
え
、

家
老
と
「
上
下
心
を
合
せ
」
て
政
治
改
革
を
行
う
こ
と
を
目
指
そ
う
と
し
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
で
、
近
習
に
対
し
て
は
側
近
に
あ
る
も
の
と

し
て
「
日
々
引
立
」
を
頼
み
、
目
付
に
対
し
て
は
、
「
我
等
を
戒
め
糺
し
」
、
「
作
法
不
正
事
」
を
糺
す
こ
と
を
求
め
た
。
そ
し
て
奥
小
姓
に
対

し
て
は
「
我
等
行
跡
之
善
悪
」
に
意
見
す
べ
き
こ
と
を
求
め
た
。
学
問
に
よ
っ
て
政
治
改
革
へ
の
意
欲
を
培
っ
た
重
喜
が
、
自
ら
を
律
す
る
と

共
に
「
上
下
一
致
」
を
家
臣
に
も
求
め
、
学
問
に
よ
る
理
念
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
姿
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
重
喜
は
、
一
二
月
三
日
に
も
家
中
に
対
し
て
「
我
等
行
跡
井
仕
置
等
量
儀
」
に
つ
い
て
の
諌
雷
を
求
め
る
こ
と
を
通
達
し
て
お
り
、
思
う
と

こ
ろ
が
あ
り
な
が
ら
意
見
を
述
べ
な
い
も
の
は
「
不
密
画
臣
」
で
あ
る
と
決
め
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
重
喜
が
描
く
理
想
の
君
虫
下
、

理
想
の
君
臣
関
係
を
窺
う
こ
と
が
で
き
、
重
喜
は
そ
れ
に
向
け
て
家
中
の
意
識
改
革
を
進
め
よ
う
と
し
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
重
喜
の
改
革
へ
の
意
識
は
ど
う
い
つ
だ
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
家
老
・
賀
鵡
〉

　
　
　
一
、
先
達
葡
家
中
諸
士
江
倹
約
之
儀
申
渡
翼
然
旨
上
総
方
6
申
越
候
、
依
之
兼
々
政
之
全
溢
血
我
等
存
寄
有
之
二
等
、
別
紙
書
付
申
含
候
、
異
存
無
之
候
者
、

　
　
　
無
手
元
二
指
笛
、
政
道
之
主
意
与
可
定
置
候
、
撮
又
畢
寛
諸
事
二
付
掛
々
作
法
言
立
可
申
存
慮
候
、
先
窓
掛
業
事
者
蘇
州
申
渡
野
間
、
禁
戒
之
法
右
様

　
　
　
之
ケ
条
文
段
等
、
時
之
弊
を
考
て
詳
に
井
申
渡
方
等
等
茂
存
寄
を
書
付
可
申
出
候
、
暴
落
讃
談
可
申
渡
候

　
　
　
一
、
倹
約
之
儀
者
尚
追
而
可
申
出
候
、
倹
約
好
適
与
何
感
力
合
出
精
満
足
重
事
二
候
、
猶
存
寄
も
有
之
間
、
追
而
可
申
出
候

　
　
　
但
、
右
別
紙
書
付
之
儀
者
、
各
同
席
不
残
塁
二
一
覧
可
有
候
、
異
存
も
無
之
候
者
、
諸
役
人
共
別
紙
直
通
相
心
得
髄
様
二
追
々
可
被
申
付
候
、
猶
其
上

　
　
　
　
国
申
諸
士
へ
も
相
通
候
様
二
有
之
度
候
間
、
宜
相
考
追
々
手
配
可
有
之
、
以
上

　
右
は
、
宝
暦
七
年
五
月
二
三
日
の
日
記
の
記
事
で
あ
る
。
重
喜
は
、
「
兼
々
政
之
塑
造
」
に
つ
い
て
考
え
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
別
紙
書
付



に
し
て
渡
す
の
で
、
同
席
（
家
老
）
中
で
一
覧
し
た
上
で
異
存
が
な
け
れ
ば
諸
役
人
へ
も
通
達
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ

の
別
紙
書
付
と
は
、
「
五
倫
」
「
五
常
」
の
表
題
を
持
つ
二
通
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
時
江
戸
仕
置
家
老
で
ま
も
な
く
国
許
へ
帰
る
予
定
で
あ
っ
た

長
谷
川
越
前
に
渡
さ
れ
た
。
重
喜
の
改
革
志
向
が
学
問
（
儒
学
）
か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
重
喜
は
、
「
五
倫
」
「
五
常
」
に
基

づ
い
て
「
政
道
之
主
意
」
を
定
め
、
「
静
々
作
法
」
を
糺
そ
う
と
し
、
そ
の
意
識
の
共
有
を
家
老
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
重
喜
は
同
年
六
月
七
日
に
も
、
家
老
に
対
し
て
書
付
を
渡
し
て
い
る
。
こ
の
書
付
は
倹
約
の
趣
旨
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
儒
学
の
教
え

を
引
用
し
な
が
ら
、
求
め
る
べ
き
質
素
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
盗
人
も
罪
人
も
百
姓
の
徒
党
も
全
て
は
利
得
を
求
め
る
心
か
ら
く
る
と
し
、

そ
の
利
得
を
貧
る
心
を
糺
す
た
め
に
、
君
臣
共
に
自
戒
し
て
質
素
を
旨
と
す
れ
ば
そ
れ
が
士
民
に
行
き
渡
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

藩政改革の政治構造（三宅）

3
　
賀
嶋
兵
庫
の
存
寄
書

　
宝
暦
八
年
、
五
月
二
四
日
に
徳
島
へ
帰
国
し
た
藩
主
重
喜
に
対
し
、
岡
年
六
月
、
近
習
役
の
男
面
黒
蝿
庫
と
い
う
人
物
が
、
三
冊
の
存
寄
書

　
　
　
　
⑤

「
壱
」
～
「
ご
こ
を
提
出
し
た
。
こ
れ
は
、
「
御
亭
被
遊
、
最
早
四
年
二
相
成
、
　
御
帰
国
も
両
度
」
と
な
っ
た
重
喜
に
対
し
て
政
治
改
革
を
求

め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
壱
」
で
は
、
ま
ず
、
建
白
を
行
っ
た
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
上
設
備
り
御
厳
重
魔
羅
遊
御
座
、
殊
更
専
ら
聖
道
ヲ
御
尊
敬
、
御
仁
行
漂
遊
御
座
、
万
端
活
塞
直
ク
成
ル
義
ヲ
御
好
被
遊
候
段
ハ
、
御
家
老
ヲ
始
御
用
入

　
　
　
共
能
掛
内
借
富
有
、
次
二
歳
家
申
一
統
之
面
々
も
、
奉
伝
承
猛
男
義
二
御
座
候
ヘ
ハ
、
追
々
御
作
法
も
相
滞
り
、
風
面
も
片
敷
可
相
成
下
二
御
座
候
処
、

　
　
　
少
も
其
儀
無
御
座
、
却
而
次
第
二
不
正
義
と
も
出
来
仕
候
様
二
相
聞
へ
申
候
、
依
之
去
年
賀
春
勘
解
由
上
書
ヲ
以
申
上
候
通
、
御
役
入
心
得
不
正
、

　
　
　
上
之
思
召
下
江
相
通
シ
不
瀬
野
之
義
と
恵
存
候
、
此
所
私
年
来
濃
墨
候
儀
ヲ
以
、
此
節
之
風
俗
二
相
交
、
猶
馬
衣
考
候
処
、
御
役
人
不
正
候
其
元
ハ
、

　
　
　
御
家
老
威
勢
強
ク
、
我
意
画
布
御
座
候
処
6
相
起
り
、
御
用
人
ヲ
始
、
諸
人
之
目
附
所
違
居
申
二
附
、
中
分
二
而
　
御
徳
ヲ
課
長
申
候
、
依
之
　
御
徳

　
　
　
化
不
被
行
候
御
儀
と
奉
存
候
、
右
之
子
細
、
左
二
相
記
申
候
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重
喜
が
家
督
継
承
以
来
行
っ
て
き
た
学
問
に
基
づ
く
家
臣
の
教
化
に
つ
い
て
、
教
化
に
よ
っ
て
「
御
作
法
」
・
「
風
儀
」
が
正
し
く
改
ま
る
は

ず
で
あ
る
の
に
「
少
も
其
儀
無
御
座
」
と
し
、
か
え
っ
て
乱
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
年
来
考
え
て
き
た
こ
と
に
加
え
て
「
此
節
之
風

俗
」
も
ふ
ま
え
て
考
え
た
と
こ
ろ
、
役
人
の
不
正
の
根
本
的
原
因
は
、
家
老
の
威
勢
が
強
く
て
藩
主
の
徳
が
途
中
で
遮
ら
れ
て
下
へ
伝
わ
ら
な

い
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
以
下
、
家
老
の
威
勢
が
強
い
こ
と
と
そ
の
弊
害
に
つ
い
て
現
状
認
識
を
ふ
ま
え
な
が
ら
詳
説
し
て
い
る
。

　
兵
庫
に
よ
れ
ば
、
初
代
断
腸
・
二
代
忠
英
の
時
期
に
は
藩
主
自
ら
政
務
・
賞
罰
の
下
知
を
行
う
「
御
手
仕
置
」
で
あ
っ
た
と
し
、
続
く
三
代

光
隆
・
四
代
綱
通
の
時
期
に
家
老
仕
置
が
導
入
さ
れ
た
が
、
「
御
手
仕
置
」
も
行
わ
れ
、
家
老
も
全
て
下
知
に
従
っ
て
い
た
と
す
る
。
と
こ
ろ

が
、
五
代
綱
矩
の
時
期
以
降
、
藩
主
が
仕
置
方
に
関
わ
ら
な
く
な
り
、
全
て
を
家
老
に
任
せ
る
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、

つ
い
に
は
「
御
厨
光
弥
衰
、
御
作
法
一
単
二
崩
、
御
家
老
之
我
意
増
長
仕
、
権
威
甚
薄
湿
、
御
家
中
門
勿
論
、
市
単
迄
も
風
俗
次
第
二
悪
癖
罷

成
下
候
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
の
が
兵
庫
の
認
識
で
あ
っ
た
。
家
老
の
我
意
が
増
し
た
結
果
、
諸
役
入
の
中
に
賄
賂
を
と
る
も

の
が
出
て
不
正
が
横
行
す
る
等
風
俗
が
悪
く
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
注
意
す
れ
ば
、
「
以
前
6
之
聖
母
」
で
あ
る
と
偽
り
を
言
う
状
況
で
あ

る
と
い
う
。
注
目
し
た
い
の
は
、
家
中
の
「
御
作
法
成
下
り
」
が
乱
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
領
内
に
も
広
ま
っ
た
と
い
う
兵
庫
の
認
識
で

あ
る
。

　
　
御
家
中
盤
之
通
之
風
俗
故
、
町
長
百
姓
二
至
ル
迄
、
専
ら
奢
り
偽
り
、
百
姓
ハ
年
貢
ヲ
作
り
取
二
致
シ
候
義
ヲ
巧
、
種
々
之
手
段
ヲ
構
、
次
第
二
入
気
悪

　
　
布
蟹
田
、
飢
不
申
候
者
も
細
入
之
真
似
仕
、
或
ハ
色
々
之
願
申
出
、
清
人
ヲ
謀
り
、
　
上
ヲ
侮
、
心
儘
成
ル
義
ヲ
申
立
、
殊
一
昨
年
山
田
織
部
拝
知
那
賀

　
　
郡
仁
宇
・
和
合
之
百
姓
、
徒
党
仕
、
我
意
鞍
鼻
ヲ
申
立
、
多
ク
利
運
仕
候
旨
、
其
比
長
谷
川
越
前
拝
具
名
西
郡
高
原
一
輪
家
頼
井
百
姓
、
　
上
へ
願
之
筋

　
　
御
座
候
由
二
而
、
黒
々
へ
廻
状
ヲ
出
シ
、
徒
党
を
企
候
脚
下
顕
レ
、
去
年
三
月
於
上
鮎
喰
河
原
二
傑
罪
被
　
仰
附
候
処
、
右
之
傑
罪
へ
追
々
参
詣
人
出
来

　
　
仕
、
帯
郷
袖
章
布
キ
参
詣
人
二
御
座
候
、
依
之
町
御
奉
行
・
郡
御
奉
行
参
墾
道
人
指
出
撃
処
、
軍
制
道
ヲ
も
不
相
揮
、
縄
張
り
を
押
破
り
罷
通
候
者
御
座

　
　
候
二
付
、
右
制
道
人
共
町
御
奉
行
へ
申
出
候
へ
と
も
、
是
ヲ
相
糺
シ
議
事
も
相
成
合
申
候
懸
り
二
御
座
候
、
今
以
参
詣
仕
候
者
も
御
座
候
趣
、
承
及
申
候

　
家
中
の
風
俗
が
悪
く
、
我
意
・
不
正
が
横
行
し
て
い
る
状
況
に
応
じ
て
、
町
人
や
百
姓
ま
で
も
が
「
奢
り
偽
り
」
の
風
俗
に
染
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
悪
い
風
俗
の
表
れ
が
徒
党
を
組
ん
で
訴
願
を
行
う
と
い
う
状
況
、
さ
ら
に
は
徒
党
を
組
ん
だ
首
謀
者
を
崇
め
る
よ
う
な
状
況
で
あ
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る
と
い
う
の
で
あ
る
。
丘
ハ
庫
は
こ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
、
諸
悪
の
根
源
で
あ
る
家
中
の
「
作
法
成
来
り
」
の
乱
れ
を
糺
す
こ
と
で
領
内
の
乱
れ

も
自
然
と
お
さ
ま
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
そ
の
対
策
を
「
二
」
で
述
べ
る
。

　
「
二
」
で
は
、
「
御
政
務
御
作
法
正
敷
、
　
御
徳
化
被
行
、
　
御
威
光
相
増
、
四
民
帰
服
奉
仕
、
風
俗
正
ク
直
ク
ニ
相
改
り
候
御
仕
置
方
」

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
藩
主
と
し
て
の
心
持
ち
は
、
「
末
々
之
品
」
に
ま
で
ロ
を
出
し
て
改
め
さ
せ
る
の
で
は

な
く
、
根
本
の
こ
と
の
み
を
下
知
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
自
然
と
諸
役
人
の
勤
め
方
が
正
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
中
で
も
家
老
は
「
厳

重
之
威
光
」
が
な
く
て
は
下
が
治
ま
ら
な
い
の
で
、
「
根
元
之
瀬
峰
」
は
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
「
我
意
」
は
改
め
る
よ
う
に
仕
向
け

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
先
祖
代
々
の
作
法
を
守
り
、
特
に
「
光
隆
様
・
里
馬
様
御
已
来
之
御
仕
置
翌
夕
作
法
」
を

基
本
と
し
、
家
老
を
始
め
と
し
た
「
諸
士
之
格
式
井
被
　
召
仕
様
」
を
旧
来
の
作
法
に
戻
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
次
に
兵
庫
は
、
裁
許
奉
行
・
町
奉
行
・
郡
奉
行
は
「
御
国
政
論
一
之
御
役
人
」
で
あ
る
か
ら
帰
国
の
際
に
は
召
し
出
し
て
「
御
作
法
御
成
来

り
馬
方
等
」
を
尋
ね
る
の
が
よ
い
と
勧
め
る
。
他
に
も
蔵
奉
行
や
代
官
等
も
同
様
に
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上

で
兵
庫
が
強
調
す
る
の
は
、
家
老
の
仕
置
所
か
ら
藩
主
へ
伺
い
が
出
さ
れ
た
案
件
に
つ
い
て
、
す
ぐ
に
決
裁
す
る
の
で
は
な
く
、
「
内
評
」
を

行
い
、
損
当
の
諸
役
人
と
「
讃
談
」
を
し
て
か
ら
決
裁
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
兵
庫
は
、
光
隆
・
綱
通
期
の
仕
置
の

あ
り
方
に
戻
し
、
～
切
の
政
務
を
近
習
役
に
「
内
評
」
し
て
ほ
し
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
家
老
の
仕
置
所
と
藩
主
・

近
習
に
よ
る
「
内
評
」
に
よ
っ
て
二
重
に
政
務
の
判
断
が
確
認
さ
れ
、
「
万
端
之
御
政
務
御
作
法
　
御
手
元
二
上
御
許
被
遊
、
．
正
義
正
道
ヲ
以

御
下
知
被
遊
候
ヘ
ハ
、
御
政
務
御
作
法
正
布
罷
成
候
外
無
御
座
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
兵
庫
の
考
え
で
あ
っ
た
。

　
コ
一
ご
で
は
、
「
二
」
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
補
足
し
て
、
旧
来
の
、
仕
置
所
と
「
内
評
」
に
よ
る
二
重
の
仕
置
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
な

段
階
を
経
て
崩
れ
て
き
た
の
か
を
自
ら
の
見
聞
も
交
え
て
説
明
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
於
　
御
手
元
御
糺
御
調
群
遊
候
御
時
節
ハ
、
御
政
務
御
作
法
風
俗
迄
正
出
、
　
御
威
光
御
厳
重
二
御
謀
り
被
遊
候
、
亦
御
糺
御
調
へ
無
御
座
候
御
時
節
ハ
、

　
　
万
事
不
正
、
　
御
威
光
衰
、
風
俗
迄
も
悪
布
罷
成
候
処
、
明
白
二
諸
人
能
案
内
仕
即
事
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つ
ま
り
、
「
御
手
元
御
平
」
が
行
わ
れ
て
い
た
時
期
に
は
、
作
法
・
風
俗
も
正
し
く
、
藩
主
の
威
光
も
強
か
っ
た
が
、
行
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
時
期
に
は
、
作
法
・
風
俗
が
不
正
に
な
り
、
藩
王
の
威
光
も
衰
え
た
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
過
去
の
事
実
か
ら
明
白
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
「
壱
」
～
「
三
」
で
述
べ
ら
れ
た
兵
庫
の
認
識
は
、
五
代
綱
矩
の
時
期
以
来
種
々
の
変
遷
を
経
な
が
ら
家
老
の
威
勢
が
強
く
な
り
、
藩
主

が
近
習
と
「
内
評
」
し
て
下
知
を
す
る
「
御
手
仕
置
」
の
あ
り
方
が
崩
れ
て
き
た
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
近
来
の
作
法
・
風
俗

の
乱
れ
の
原
因
で
あ
る
か
ら
、
仕
置
の
あ
り
方
を
光
隆
・
内
通
の
時
期
に
戻
す
こ
と
で
、
家
老
の
我
意
が
押
さ
え
ら
れ
、
仕
置
が
正
し
く
行
わ

れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
家
中
の
作
法
・
風
俗
が
改
ま
り
、
領
内
の
乱
れ
も
治
ま
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
兵
庫
の
意
見
で
あ
っ
た
。

　
兵
庫
は
重
喜
に
よ
る
家
督
継
承
以
来
の
学
問
に
基
づ
く
家
中
へ
の
教
化
の
効
果
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
兵
庫
自
身
の
藩
政
史
認
識
を
述
べ
た

上
で
、
光
隆
・
綱
通
期
以
前
の
政
治
の
あ
り
方
1
1
「
御
手
仕
置
」
に
基
づ
く
あ
り
方
に
戻
し
、
近
年
崩
れ
て
い
る
「
作
法
成
来
り
」
を
糺
す
べ

き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
兵
庫
の
意
見
に
対
す
る
重
喜
の
反
応
を
次
に
み
て
い
く
。

4

賀
嶋
兵
庫
存
寄
書
へ
の
重
喜
の
反
応
と
改
革
宣
欝
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賀
嶋
兵
庫
の
存
寄
書
に
対
す
る
藩
主
重
喜
の
考
え
を
知
る
こ
と
の
出
来
る
史
料
が
あ
る
。
「
宝
暦
九
卯
年
春
諸
経
拍
」
と
い
う
表
題
を
持
つ

　
　
　
⑥

こ
の
史
料
は
、
宝
暦
九
年
の
君
臣
対
立
で
一
応
の
勝
利
を
得
た
重
喜
が
、
家
督
継
承
以
来
の
政
治
過
程
を
述
懐
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

極
書
兵
庫
に
つ
い
て
「
誠
二
利
口
成
人
」
に
見
え
た
と
あ
り
、
当
時
の
近
習
役
賀
嶋
勘
解
由
や
林
建
部
は
何
事
も
兵
庫
に
同
心
し
て
「
兵
庫
を

尊
ひ
、
我
等
を
押
シ
下
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
中
で
、
重
喜
は
、
兵
庫
の
意
見
に
つ
い
て
、
内
心
は
「
ロ
ニ
ハ
上
之
威
光
と
は
申
候
へ
と
も
、
内
ハ
誰
か
威
光
二
重
哉
」
と
考

え
て
お
り
、
「
光
隆
様
・
忠
英
様
・
綱
通
様
御
代
、
何
と
御
心
得
被
成
聡
警
、
近
習
二
殊
之
外
威
光
付
候
故
、
右
　
御
三
代
之
御
作
法
御
成
来

を
宜
と
申
」
と
、
近
習
役
の
力
が
強
か
っ
た
と
さ
れ
る
南
通
以
前
の
時
期
の
政
治
の
あ
り
方
へ
の
復
帰
に
つ
い
て
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
家
老
が
「
近
代
之
成
来
」
を
持
っ
て
権
勢
を
ふ
る
っ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
自
ら
の
側
近
く
に
あ
る
近
習
役
だ
ち
が
兵
庫
に
同
心
し
て
い
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る
と
あ
っ
て
は
、
丘
ハ
庫
の
意
見
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
兵
庫
を
始
め
と
し
た
近
習
役
だ
ち
は
、
兵
庫
の
存
寄
書
の
冒
頭
に
あ
っ
た
よ
う
に
重
喜
の
学
問
に
基
づ
く
家
中
の
教
化
の
効
果
に
つ
い
て
は

否
定
的
で
あ
り
、
重
喜
の
学
問
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
ま
で
し
た
。

　
　
殊
劇
壇
他
家
様
θ
被
為
重
候
御
事
二
御
座
候
ヘ
ハ
、
御
政
務
方
猶
以
　
御
撰
被
導
入
度
御
義
二
奉
存
候
条
、
当
時
御
学
問
之
御
望
ハ
決
而
御
調
難
被
遊
御

　
　
義
二
奉
存
候
条
、
御
学
問
之
義
、
御
指
延
被
遊
、
御
心
持
ハ
獲
麟
御
学
問
之
御
道
理
を
御
用
被
遊
、
御
政
務
方
御
取
計
被
遊
度
奉
存
候

　
右
は
近
習
役
が
重
喜
に
提
出
し
た
書
付
の
　
部
で
あ
る
。
近
習
役
だ
ち
は
、
重
喜
が
他
家
か
ら
養
子
に
入
っ
た
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
、
学

問
よ
り
も
政
務
を
優
先
す
べ
き
で
あ
り
、
学
問
は
い
つ
で
も
出
来
る
が
政
務
は
片
時
も
揺
る
が
せ
に
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
し

た
。
そ
し
て
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
退
役
を
願
う
と
ま
で
述
べ
た
の
で
あ
る
。
重
喜
の
立
場
が
窺
え
よ
う
。

　
重
喜
は
、
近
習
役
だ
ち
の
「
権
謀
術
数
」
を
苦
々
し
く
思
い
、
逆
に
家
老
に
対
し
て
期
待
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
重
喜
も

家
老
の
威
勢
が
強
い
こ
と
を
よ
く
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
「
政
務
之
義
ハ
大
臣
を
敬
ひ
候
段
ハ
本
意
之
事
」
で
あ
る
と
し
、
「
た
と
ひ
押
へ

ら
れ
候
て
も
、
夫
レ
ハ
我
等
之
力
之
不
肖
」
と
考
え
て
い
た
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
徳
島
藩
の
財
政
は
い
よ
い
よ
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
。
累
年
の
赤
字
に
加
え
て
日
光
手
伝
普
請
に
よ
っ
て
借

金
が
ふ
く
ら
み
、
二
五
万
両
と
な
り
、
一
年
分
の
支
出
が
収
入
よ
り
も
千
貫
目
余
多
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
宝
暦
八
年
七
月
に
は
、
仕
置

家
老
の
長
谷
川
越
前
・
山
田
織
部
の
判
断
で
領
内
異
郷
か
ら
借
金
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
重
喜
の
怒
り
に
触
れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
重
喜
は
、
家
老
稲
田
九
郎
兵
衛
を
淡
路
仕
置
に
任
じ
、
長
谷
川
越
前
の
仕
置
方
を
免
除
し
て
山
田
織
部
一
人
に
仕
置
を
任
せ
る
と
い
う
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

石
を
行
っ
た
上
で
、
同
年
　
二
月
、
翌
宝
暦
九
年
～
明
和
二
年
ま
で
の
七
ヶ
年
計
画
で
の
厳
し
い
倹
約
を
命
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
注
目
し
た

い
の
は
、
こ
の
倹
約
を
命
じ
た
書
付
を
家
中
の
ほ
と
ん
ど
の
役
人
に
圏
覧
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
賀
嶋
兵
庫
の
存
寄
書
に
も
、
各
奉
行
を
始
め

と
し
た
諸
役
人
と
の
意
思
疎
通
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
倹
約
令
の
書
付
は
、
家
中
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
役
人
に
回

覧
さ
れ
て
お
り
、
改
革
政
治
へ
向
け
た
重
喜
の
上
下
一
体
へ
の
志
向
性
が
窺
え
る
。

11 （54！）



　
翌
宝
暦
九
年
二
月
、
参
勤
交
代
で
の
江
戸
へ
の
出
立
を
目
前
に
し
た
時
期
、
重
喜
は
仕
置
家
老
山
田
織
部
に
政
治
改
革
へ
の
協
力
を
期
待
し

つ
つ
、
近
習
役
に
対
し
て
「
唯
今
迄
何
茂
へ
万
端
令
相
談
候
へ
と
も
、
存
寄
有
之
二
付
、
此
後
ハ
万
端
我
等
存
寄
之
通
こ
い
た
し
候
条
、
右
之

通
二
相
心
得
候
様
」
と
述
べ
、
近
習
役
の
主
張
す
る
路
線
（
面
懸
兵
庫
の
見
解
）
を
採
ら
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
新
法
「
滑
席
役
高
の

制
」
の
導
入
を
浮
管
し
、
家
老
山
田
織
部
に
反
対
さ
れ
、
結
果
と
し
て
君
臣
間
で
の
権
力
抗
争
へ
と
突
入
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
家
格
基
準
の
秩
序
体
系
を
役
職
を
中
心
と
し
た
も
の
に
組
み
替
え
て
、
役
の
軽

　
重
に
基
づ
い
て
「
役
席
」
を
設
け
、
各
役
職
に
基
準
の
「
役
高
」
を
定
め
、
在
職

　
中
は
「
役
高
」
に
足
り
な
い
分
を
足
高
す
る
と
い
う
制
度
。
下
の
家
格
の
者
を
自

　
由
に
任
用
す
る
た
め
の
も
の
。
笠
谷
和
比
古
甲
王
君
「
押
込
」
の
構
造
暁
（
平
凡

　
社
、
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

②
大
槻
弘
「
阿
波
藩
に
お
け
る
藩
政
改
革
－
藍
作
を
中
心
と
し
て
一
」
（
堀

　
江
英
一
編
隅
藩
制
改
革
の
研
究
輪
御
茶
の
水
轡
房
、
一
九
五
五
年
）
。
三
木
雄
介

　
門
封
建
権
力
の
商
品
統
制
（
上
）
（
下
）
一
州
玉
藍
の
場
合
1
〕
（
隅
史
学
輪

　
三
九
－
四
・
四
〇
1
～
、
三
田
史
学
会
、
一
九
六
七
・
一
九
六
八
年
）
。
天
野
雅

　
俊
刑
陣
波
藍
経
済
史
研
究
腕
吉
規
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
。
平
川
新
「
地
域
経
済

　
の
展
開
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
近
世
五
一
岩
波
書
店
、
　
一
九
九
五
年
、
後
、

　
同
『
紛
争
と
世
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）
に
再
録
）
等
。

③
高
橋
啓
「
宝
暦
期
の
徳
島
藩
…
重
喜
と
「
新
法
」
を
め
ぐ
っ
て
i
」
（
糊
史

　
窓
』
九
、
一
九
七
九
年
、
後
、
同
『
近
世
藩
領
社
会
の
展
開
隔
（
漢
水
中
、
二
〇

　
〇
〇
年
）
に
再
録
）
。
笠
谷
前
掲
『
主
慰
「
押
込
」
の
構
造
嵐
。

④
　
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
阿
波
国
徳
島
蜂
須
賀
家
文
書
酌
三
七
二
（
※
以
下
、

　
「
蜂
須
賀
家
鼠
正
距
三
七
～
こ
の
よ
う
に
略
記
す
る
）
。
以
下
、
本
節
に
お
い
て

　
特
に
注
記
の
な
い
場
合
は
同
史
料
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

⑤
蜂
須
賀
家
文
書
酌
三
一
八
。

⑥
蜂
須
賀
弔
文
潜
酌
三
九
〇
1
三
。
以
下
、
本
節
に
お
い
て
特
に
注
記
の
な
い
場

　
合
は
同
史
料
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

⑦
蜂
須
賀
家
文
書
掬
三
七
二
。
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第
二
章
　
藩
政
史
認
識
の
形
成

1

賀
嶋
兵
罐
の
先
例
調
査
と
認
識
形
成

　
宝
暦
八
（
一
七
五
八
）
年
に
藩
主
重
喜
に
存
寄
書
を
提
出
し
た
近
習
役
の
賀
春
兵
庫
と
い
う
人
物
は
、
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
に
生
ま
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

享
保
六
（
一
七
一
二
）
年
に
家
督
を
相
続
し
て
組
頭
の
地
位
に
あ
り
、
知
行
は
八
○
○
石
で
あ
っ
た
。
兵
庫
の
賀
嶋
家
は
、
中
老
の
家
格
に
属

し
、
家
老
の
賀
嶋
家
の
分
家
で
あ
る
。
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前
章
で
み
た
賀
嶋
兵
庫
の
存
寄
書
は
、
宝
暦
期
に
お
け
る
作
法
・
風
俗
の
乱
れ
を
糺
し
、
藩
政
を
立
て
直
す
た
め
に
、
現
行
の
「
御
家
老
御

仕
置
」
を
改
め
て
光
隆
・
綱
通
期
以
前
の
「
御
手
仕
置
」
の
時
期
の
政
治
の
あ
り
方
へ
復
帰
す
る
こ
と
を
進
言
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
兵

庫
の
考
え
る
旧
来
か
ら
の
「
作
法
成
来
り
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
乱
れ
て
近
来
の
よ
う
な
状
況
に
至
っ
た
の
か
を
ま
と

め
た
史
料
が
あ
る
。
「
御
作
法
御
成
来
り
替
井
御
家
中
と
も
以
前
二
相
違
三
品
　
草
案
　
上
下
」
（
※
以
下
「
作
法
成
箇
草
案
」
と
す
る
）
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

表
題
を
持
つ
こ
の
史
料
は
、
上
巻
・
下
巻
製
出
〇
条
の
計
一
〇
〇
条
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
『
史
料
館
叢
書
五
徳
嫁
掛
職
制
取
調
書
抜
上
臨

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
噛
徳
島
藩
職
制
取
調
書
抜
』
の
安
澤
秀
一
氏
に
よ
る
「
解
題
」
に
よ
る
と
、
「
作
法
成
年
草
案
」
は
、
「
賀
嶋
兵
庫
が
宝
暦
七
年
に
編
述
し
た

も
の
」
で
「
賀
嶋
兵
庫
存
寄
書
等
と
筆
蹟
が
異
な
る
の
で
…
…
あ
る
程
度
の
期
間
を
経
た
後
で
の
時
期
の
転
写
本
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
ら
に
「
解
題
」
で
は
、
「
重
喜
様
御
代
五
番
目
と
い
う
表
題
の
袋
に
収
め
ら
れ
て
い
た
一
連
の
史
料
で
あ
る
「
賀
嶋
兵
庫
存
寄
書
」
・
「
御

代
々
様
御
日
記
書
抜
」
・
「
中
老
道
中
井
江
戸
供
総
軍
作
法
成
来
」
・
「
中
老
御
使
者
井
嫡
子
嫡
孫
之
妻
女
長
刀
之
事
」
・
「
中
老
肩
衣
挟
箱
乗
物
等

之
事
」
・
「
中
老
嫡
子
旧
格
」
が
、
「
作
法
成
来
草
案
」
の
原
案
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
解
題
」
で
は
、
宝
暦
七
年
成
立
の
根
拠
を
「
私
讐
も
三
拾
六
年
組
御
用
相
勤
罷
常
直
」
（
二
五
条
厨
）
と
い
う
記
述
に
求
め
、

「
相
続
し
て
三
六
年
目
が
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
当
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
「
寛
文
十
～
亥
年
6
当
宝
暦
聖
子
年
半
八
拾
六
年
以
来
」

（
一
条
譲
）
と
の
記
述
が
示
す
よ
う
に
年
数
は
当
年
を
含
め
た
数
え
方
を
し
て
お
り
、
「
当
宝
暦
六
子
連
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
、
宝
暦
六
年
に

成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
史
料
が
宝
暦
六
年
に
ま
と
め
て
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
判
然
と
は
し
な
い
。
た
だ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

他
に
も
「
元
禄
十
三
年
6
宝
暦
六
年
迄
五
拾
七
年
已
来
」
（
五
五
条
目
）
、
「
去
年
御
留
野
・
御
明
野
御
制
法
改
被
　
電
食
」
（
六
七
条
琶
）
等
の
記

述
が
み
え
、
記
述
さ
れ
て
い
る
事
例
の
下
限
は
「
宝
暦
六
二
二
四
藤
高
首
吊
」
（
二
〇
条
目
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宝
暦
六
年
を
基
準
と
し

て
成
立
し
た
史
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
「
作
法
濫
作
草
案
」
は
、
「
解
題
」
の
指
摘
と
は
逆
に
、
宝
暦
八
年
に
提
出
さ
れ

た
賀
嶋
兵
庫
の
存
寄
書
に
先
行
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
存
寄
書
の
原
案
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
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で
は
、
「
作
法
去
来
草
案
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
節
で
考
察
す
る
こ
と
と
し
、
兵
庫
の
「
作
法
成
来
り
」
認
識
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成

さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
兵
庫
が
享
保
六
年
に
家
督
相
続
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
兵
庫
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
「
作
法
成
来
り
」
へ
の
関
心
を
持
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

　
　
享
保
十
九
年
・
廿
年
之
比
、
…
…
私
儀
ハ
江
戸
在
番
仕
罷
在
候
、
其
節
俊
良
九
郎
兵
衛
殿
二
も
在
府
呼
付
、
右
之
次
第
相
尋
候
所
、
…
…
根
元
二
相
組
と

　
　
相
唱
王
様
二
被
　
仰
付
候
御
書
付
馬
有
之
候
哉
と
相
尋
候
所
、
弓
隠
右
様
之
儀
ハ
無
煎
種
、
只
由
良
以
来
之
申
来
り
二
候
菰
被
申
二
付
、
…
…
御
代
々
御

　
　
作
法
・
制
札
之
間
御
頭
躇
・
御
仕
置
所
之
御
作
法
等
委
曲
申
達
候
所
、
殊
之
外
驚
二
而
御
座
候
、
其
後
御
書
付
置
所
望
二
影
写
相
達
申
候

　
右
は
、
洲
本
の
組
士
の
所
属
呼
称
に
つ
い
て
述
べ
た
一
三
種
目
に
み
え
る
記
述
で
あ
る
。
享
保
一
九
・
二
〇
年
頃
に
、
淡
路
在
住
の
家
老
で

あ
る
稲
田
九
郎
兵
衛
に
対
し
て
「
相
組
」
と
い
う
呼
称
の
根
拠
と
な
る
文
書
の
有
無
に
つ
い
て
江
戸
に
お
い
て
質
問
し
、
代
々
の
作
法
や
条
目

等
に
つ
い
て
九
郎
兵
衛
に
説
明
し
、
そ
れ
に
驚
い
た
と
い
う
九
郎
兵
衛
に
対
し
て
詳
し
く
書
付
に
し
て
送
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
兵
庫

は
、
享
保
六
年
に
死
去
し
た
「
亡
父
」
賀
嶋
聖
母
か
ら
も
様
々
な
こ
と
を
聞
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
老
仲
間
の
年
輩
者
か
ら
聞
い

た
こ
と
等
と
共
に
、
し
ば
し
ば
「
古
キ
者
申
伝
」
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
兵
庫
の
聞
き
取
り
が
、
宝
暦
年
間
に
至
る
ま
で
絶
え
ず
続
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
、
「
根
元
之
御
作
法
成
来
り
等
相
耳
輪
へ
共
、
一
向
相
覚
候
人
も
無
之
」
（
三
八
条
目
）
、
「
依
之
先
日
彼
方
承
合
候
所
」
（
三
八

条
目
）
等
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
兵
庫
は
聞
き
取
り
の
結
果
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
以
前
6
林
伯
書
・
長
江
縫
殿
江
戸
家
老
被
　
仰
付
候
由
、
古
キ
者
申
伝
、
年
来
右
様
二
承
田
居
申
候
所
、
此
度
段
々
旧
記
等
致
詮
儀
候
得
共
、
両
人
と
も

　
　
江
戸
御
家
老
被
　
仰
付
候
段
、
覚
不
申
候
、
其
処
御
書
附
等
こ
も
見
当
り
不
百
々
、
…
…
猶
追
而
可
考

　
右
は
五
四
条
目
の
記
述
で
あ
る
。
「
古
キ
者
申
伝
」
に
対
し
て
、
「
旧
記
等
」
を
調
査
し
た
結
果
か
ら
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
「
作
法
成
来
草

案
」
で
は
、
随
所
に
先
例
の
証
拠
と
し
て
「
旧
記
」
「
書
附
」
等
か
ら
の
引
用
が
み
ら
れ
る
。
「
慶
長
年
中
之
旧
記
樹
葉
少
、
考
合
蒔
儀
難
事

調
」
（
九
条
目
）
、
「
唯
今
古
来
之
御
帳
二
而
相
半
候
所
、
是
又
御
作
法
之
通
、
平
等
ニ
ハ
相
見
へ
不
申
候
」
（
二
〇
条
目
）
と
い
っ
た
記
述
に
み
ら
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れ
る
よ
う
に
、
兵
庫
は
徳
島
藩
に
伝
わ
っ
た
記
録
類
を
博
捜
し
、
自
ら
の
「
作
法
成
来
り
」
認
識
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

2

賀
嶋
兵
罐
の
藩
政
史
認
識

　
賀
嶋
兵
庫
が
属
し
た
中
老
の
家
格
は
家
老
に
次
ぐ
家
格
で
あ
り
、
家
中
の
諸
士
が
編
成
さ
れ
た
一
一
組
の
組
頭
に
任
じ
ら
れ
、
家
中
の
宗
門

改
奉
行
と
な
る
等
、
家
申
支
配
に
大
き
く
関
与
す
る
家
格
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
近
習
役
や
裁
許
奉
行
、
淡
路
の
仕
置
用
方
等
に
任
じ
ら
れ
る
家

格
で
も
あ
り
、
藩
政
機
構
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
「
作
法
成
来
草
案
」
の
内
容
は
、
こ
う
し
た
中
老
の
家
格
か
ら
の
視
点
が

強
く
意
識
さ
れ
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
作
法
成
来
草
案
」
全
一
〇
〇
条
の
内
、
上
巻
の
一
～
五
〇
条
目
で
は
、
「
御
軍
帳
面
之
事
」
に
始
ま
り
、
家
中
の
組
編
成
の
こ
と
や
、
組

頭
の
職
務
・
格
式
、
家
老
・
中
老
か
ら
任
命
さ
れ
る
江
戸
・
京
都
・
他
国
へ
の
使
者
の
こ
と
、
等
の
「
作
法
出
来
り
」
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
下
巻
の
五
一
～
一
〇
〇
条
目
で
は
、
「
御
直
黒
仕
置
之
事
」
に
始
ま
り
、
政
務
の
あ
り
方
、
家
老
・
中
老
の
家
格
上
の
特
権
、
儀
式
等

の
際
の
席
次
・
服
装
、
陪
臣
の
作
法
、
等
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
前
半
に
お
け
る
組
頭
と
し
て

の
格
式
と
、
後
半
に
お
け
る
近
習
役
と
し
て
の
政
務
へ
の
関
与
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
組
頭
を
勤
め
る
家
格
で
あ
る
中
老
が
、
家
中
の

中
で
特
権
的
な
家
老
に
対
し
て
、
中
老
の
下
の
家
格
の
諸
士
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
風
潮
へ
の
不
満
、
ま
た
、
藩
主
が
政
務
に
関
与
せ
ず
家
老
が

政
務
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
た
め
、
近
習
役
と
し
て
政
務
に
関
与
で
き
な
い
こ
と
へ
の
不
満
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
兵
庫

は
、
中
老
が
本
来
あ
る
べ
き
格
式
の
家
格
と
し
て
扱
わ
れ
ず
、
政
務
に
も
関
与
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
、
五
代
綱
矩
の
時
期
以
降
、
し
だ
い
に

家
中
支
配
・
編
成
の
あ
り
方
や
政
治
の
行
わ
れ
方
が
乱
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
、
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
藩
政
の
変
遷
認
識
が
端
的
に
示
さ

れ
て
い
る
の
が
、
五
一
条
目
「
御
直
御
仕
置
之
事
」
で
あ
る
。

　
五
｛
条
目
「
御
直
御
仕
置
隠
事
」
で
は
、
蜂
須
賀
家
政
の
阿
波
入
国
以
来
、
宝
暦
期
に
至
る
ま
で
の
「
仕
置
」
の
変
遷
が
以
下
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
る
。
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蜂
須
賀
氏
が
阿
波
に
入
国
し
た
の
は
天
正
一
三
（
一
五
八
五
）
年
、
藩
祖
家
政
が
豊
臣
秀
吉
か
ら
阿
波
を
拝
領
し
た
時
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、

関
ヶ
原
合
戦
ま
で
の
家
政
の
治
世
は
「
万
端
巨
細
之
儀
迄
も
御
下
知
被
遊
候
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
関
ヶ
原
合
戦
後
、
徳
川
家
康
か
ら
あ

ら
た
め
て
阿
波
を
初
代
至
鎮
が
拝
領
し
、
慶
長
二
〇
（
｝
六
一
五
）
年
に
は
淡
路
国
を
加
増
さ
れ
た
が
、
至
難
は
両
国
と
も
「
御
仕
置
御
直
二

御
出
計
」
つ
た
。
次
の
二
代
忠
英
は
、
幼
少
の
間
は
家
政
が
後
見
し
た
が
、
寛
永
四
（
一
六
二
七
）
年
か
ら
は
「
御
直
二
御
両
国
御
仕
置
」
を

行
っ
た
。
三
代
光
隆
は
承
応
元
（
一
六
五
二
）
年
に
家
督
を
桐
続
し
、
「
御
直
御
仕
置
御
尋
断
之
平
骨
ヲ
以
、
御
政
務
被
笹
蟹
得
共
、
御
仕
置
軽

骨
早
飯
御
家
老
井
御
側
役
之
内
6
被
　
仰
付
」
、
万
治
元
（
「
六
五
八
）
年
七
月
か
ら
は
「
落
穴
仕
置
」
を
行
っ
た
。
こ
の
忠
英
・
光
隆
の
直
仕

置
を
「
御
手
仕
罎
と
埋
樋
候
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
、
寛
文
六
（
～
六
六
六
）
年
に
家
督
を
相
続
し
た
四
代
綱
通
は
、
幼
少
期
は
叔
父

隆
重
が
後
見
し
た
が
、
同
十
二
年
に
隆
重
が
後
見
を
辞
退
し
て
か
ら
は
、
「
御
仕
置
方
　
御
直
二
御
選
被
遊
候
…
…
、
然
共
　
御
手
仕
置
二
而

ハ
無
御
座
、
御
先
代
承
応
・
明
暦
之
例
之
通
　
御
直
仕
置
御
器
断
之
御
格
相
二
御
溝
務
被
遊
候
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
御
手
仕
置
」
は
行
わ
な

か
っ
た
が
、
「
御
直
仕
置
御
同
断
臨
御
格
栢
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
次
の
五
代
綱
矩
以
降
は
「
是
亦
御
手
仕
置
二
而
無
御
座
、
井
　
光
隆

様
・
綱
通
患
御
代
々
御
手
相
と
も
違
、
只
今
之
通
之
御
家
老
御
仕
置
」
で
あ
っ
た
。
五
代
綱
矩
は
治
世
末
期
に
嫡
子
吉
武
に
仕
置
方
を
任
せ
た

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
綱
通
様
御
代
之
御
格
言
ヲ
以
、
万
端
　
御
手
元
6
御
下
知
被
遊
食
糊
付
、
御
家
老
心
儘
之
二
相
調
不
申
、
号
外
奉
恐

万
事
相
慎
ミ
、
御
政
務
御
作
法
別
而
正
布
、
四
民
共
　
御
徳
化
二
奉
読
、
　
御
威
光
甚
栢
増
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
直
仕
置
へ
の
復
帰
を
目

指
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
吉
武
は
家
督
絹
雲
前
に
病
死
し
た
。
六
代
宗
員
も
「
享
保
十
六
亥
年
之
　
御
参
西
前
二
、
明
年

御
帰
国
被
遊
聖
上
ハ
　
御
手
仕
置
可
被
遊
旨
、
　
御
内
意
御
座
候
」
と
、
直
仕
置
を
行
お
う
と
し
た
が
、
病
死
に
よ
り
果
た
せ
な
か
っ
た
と
さ

れ
る
。
最
後
に
、
こ
う
し
た
変
遷
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
家
政
様
・
至
鎮
様
・
忠
英
様
・
光
隆
様
御
四
代
ハ
　
御
直
之
御
手
仕
置
被
遊
候
、
　
網
通
様
御
代
6
御
家
老
御
仕
置
二
被
　
仰
付
候
車
回
、
万
事
御
手
仕

　
　
置
之
格
相
ヲ
御
守
構
成
、
御
政
務
被
遊
候
二
付
、
　
御
手
元
6
之
御
下
知
井
万
端
御
仕
出
シ
之
品
ハ
、
　
御
手
仕
置
二
相
替
儀
無
御
座
、
　
御
直
仕
置
と

　
　
相
見
へ
候
、
　
綱
矩
様
御
代
台
　
御
手
仕
置
之
御
三
相
野
趣
と
相
止
、
一
向
御
家
老
御
仕
置
二
鋼
条
候
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以
上
か
ら
、
①
家
政
・
至
鎮
・
忠
英
期
と
光
隆
期
の
｝
部
の
「
御
直
之
御
手
仕
置
」
の
時
期
か
ら
、
②
光
隆
期
の
内
「
承
応
・
明
暦
」
期
と

綱
毎
期
の
「
御
手
仕
置
之
御
位
相
」
の
時
期
を
経
て
、
③
綱
矩
期
以
降
の
「
御
家
老
御
仕
置
」
の
時
期
と
な
り
、
宝
暦
期
に
至
っ
た
と
い
う
直

仕
置
の
三
段
階
の
変
遷
が
、
機
運
兵
庫
の
藩
政
史
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
綱
矩
嫡
子
の
吉
武
が
「
綱
通
様
御
代
之
御
格
相
」
で
政
治
を
行

っ
た
時
期
に
は
作
法
も
正
し
く
な
り
、
家
中
・
領
国
と
も
に
よ
く
治
ま
り
、
藩
主
の
威
光
も
増
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
近
来
の
作
法
・
風
俗
の

乱
れ
に
つ
い
て
、
五
代
綱
矩
期
以
降
、
家
老
仕
置
と
な
っ
た
こ
と
に
そ
の
原
因
を
求
め
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
藩
政
史
認
識
か
ら
、
兵
庫
は
、
家
老
仕
置
が
行
わ
れ
な
が
ら
も
直
仕
置
の
「
厚
相
」
が
守
ら
れ
て
い
た
三
代
光
隆
・
四
代
綱

通
の
政
治
の
あ
り
方
に
復
帰
す
べ
き
こ
と
を
、
存
寄
書
で
も
っ
て
重
喜
に
進
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
兵
庫
の
藩
政
史
認
識
、

「
作
法
成
来
り
」
認
識
は
、
徳
島
藩
に
残
さ
れ
て
い
た
近
世
初
期
の
記
録
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
補
強
さ
れ
て
い
っ
た
も
の

で
あ
り
、
兵
庫
は
そ
う
し
た
記
録
類
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
重
喜
を
説
得
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

3

「
作
法
成
来
り
」
に
対
す
る
藩
主
重
喜
の
認
識
・
評
価

　
前
章
で
紹
介
し
た
「
宝
暦
九
卯
年
春
留
用
拍
」
に
み
え
る
藩
主
重
喜
の
述
懐
で
は
、
宝
暦
五
年
の
在
国
中
、
近
習
役
筆
工
勘
解
由
か
ら
「
賀

嶋
兵
庫
ハ
殊
之
外
宜
人
二
心
、
近
習
役
二
致
候
者
、
甚
為
成
可
申
」
と
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
兵
庫
が
近
習
役
に
任
じ
ら
れ

た
の
は
宝
暦
八
年
正
月
で
あ
る
が
、
近
習
役
の
賀
嶋
勘
解
由
や
林
建
部
が
「
兵
庫
を
尊
ひ
、
我
等
を
押
シ
下
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
は

前
述
し
た
。
「
作
法
成
来
り
」
に
つ
い
て
の
知
識
を
豊
富
に
有
し
た
兵
庫
は
、
宝
暦
期
の
中
老
仲
間
の
中
で
年
輩
で
も
あ
り
、
何
か
と
影
響
力

の
大
き
い
人
物
で
あ
っ
た
。
で
は
、
兵
庫
の
「
作
法
成
来
り
」
認
識
は
、
藩
主
重
喜
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
兵
庫
に
よ
る
史
料
調
査
に
つ
い
て
、
藩
主
重
喜
に
よ
る
「
宝
暦
九
四
年
春
諸
用
掬
」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
丑
（
宝
暦
七
年
）
ノ
四
月
二
勘
ヶ
由
儀
ハ
国
元
へ
罷
帰
候
、
兵
庫
・
勘
解
由
趣
向
二
而
城
山
二
有
之
候
古
帳
を
取
出
シ
、
我
等
へ
申
、
上
総
へ
申
付
さ
せ

　
　
空
誉
、
江
戸
表
二
有
之
候
寛
文
年
中
綱
通
殿
御
代
之
旧
記
を
取
出
シ
、
其
節
田
上
二
威
光
有
之
、
家
老
共
我
儘
ハ
無
機
由
を
申
立
、
大
昔
之
中
老
之
か
は
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ち
引
宜
義
を
引
直
シ
可
申
と
存
候
哉

　
近
習
役
の
賀
嶋
勘
解
由
と
兵
庫
が
、
徳
島
の
「
城
山
二
有
之
候
古
帳
」
や
江
戸
の
「
寛
文
年
中
綱
通
流
御
代
之
旧
記
」
を
調
査
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
、
光
隆
・
綱
通
宝
の
政
治
の
あ
り
方
へ
の
復
帰
を
兵
庫
た
ち
が
進
言
し
た
の
で
あ
る
。
重
喜
は
、

兵
庫
た
ち
が
、
藩
主
の
威
光
を
取
り
戻
す
こ
と
を
名
目
に
し
て
光
隆
・
癖
馬
期
へ
の
復
帰
を
進
言
し
、
重
喜
に
と
っ
て
は
「
大
昔
」
の
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
⑤

あ
る
中
老
の
威
勢
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
記
録
調
査
に
基
づ
き
、
賀
嶋
兵
庫
は
存
寄
書
を
提
出
し
た
翌
年
の
宝
暦
九
年
正
月
、
藩
主
か
ら
家
老
へ
の
書
状
等
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
被
」
の
字
を
入
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
重
喜
に
意
見
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
重
喜
が
宝
暦
五
年
九
月
に
「
被
」
「
方
」
の
二
字
を
家
老

に
対
し
て
使
用
し
な
い
こ
と
を
明
饗
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
反
対
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
重
喜
は
、
こ
の
兵
庫
の
意
見
を
、
「
自
分
共

忠
英
殿
御
代
様
子
ハ
め
っ
た
に
威
光
強
く
候
故
、
右
を
取
弄
糞
た
め
」
、
つ
ま
り
、
患
画
期
は
中
老
の
威
光
が
強
か
っ
た
た
め
、
忠
英
期
を
先

例
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
威
光
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
し
、
さ
ら
に
は
「
家
老
共
之
機
嫌
を
取
」
ら
ん
が
た

め
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
兵
庫
の
主
張
は
、
「
被
」
「
方
」
を
使
用
し
な
い
と
し
た
重
喜
の
意
図
は
「
只
今
御
家
老
か
ば
ち
」
つ
ま
り
近
来
の
家
老
の
威
勢
を
押
さ
え
る

た
め
で
あ
ろ
う
と
し
た
上
で
、
忠
英
期
～
駐
車
期
ま
で
の
記
録
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
「
被
」
の
字
は
使
用
さ
れ
て
お
り
、
「
被
」
の
字
の
使
用
は

近
年
新
た
に
加
わ
っ
た
家
老
の
格
式
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
兵
庫
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

　
　
野
壷
置
旧
格
髄
二
而
至
極
之
御
道
理
御
座
候
御
講
ハ
、
影
写
趣
意
ヲ
も
被
　
仰
繊
、
永
代
言
動
キ
不
申
候
様
懲
懲
　
仰
付
度
御
事
二
奉
存
候
、
当
時
之
思

　
　
召
寄
或
ハ
御
物
数
寄
を
以
被
　
仰
付
候
御
晶
帯
、
必
永
ク
難
相
続
御
座
候
、
…
…
万
端
其
御
言
論
証
濃
餅
正
野
、
其
道
直
成
ル
義
ハ
、
後
々
迄
も
相
動

　
　
キ
不
申
物
二
御
座
候
ヘ
ハ
、
至
極
之
御
道
理
御
座
候
御
世
ハ
末
代
之
鑑
と
罷
節
候
様
二
品
　
仰
付
候
段
、
御
徳
行
之
第
一
と
奉
存
候

　
す
な
わ
ち
、
「
御
旧
格
髄
」
な
事
柄
、
つ
ま
り
、
鋼
重
以
前
の
先
例
に
基
づ
い
た
事
柄
を
尊
重
す
る
こ
と
こ
そ
が
大
事
で
あ
り
、
そ
う
し
た

事
柄
は
永
く
受
け
継
が
れ
て
物
事
の
基
本
と
な
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。

ユ8　（548）



藩政改革の政治構造（三宅）

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
す
る
重
喜
の
考
え
は
異
な
っ
て
い
た
。
重
喜
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
う
。

先
代
の
旧
例
を
尊
重
す
る
こ
と
の
意
義
を
一
応
は
認
め
な
が
ら
も

　
　
併
時
勢
も
在
之
儀
、
事
忌
二
参
候
而
ハ
御
旧
記
之
通
二
も
難
被
遊
候
、
…
…
右
ら
れ
二
字
之
儀
、
能
州
御
考
被
三
品
ヘ
ハ
、
　
御
先
代
こ
ら
れ
之
字
御

　
　
加
へ
被
欝
欝
ハ
乱
世
半
限
慧
智
時
節
阻
害
ヘ
ハ
、
人
々
御
な
つ
け
之
た
め
、
御
親
ミ
之
た
め
、
　
思
召
之
外
こ
も
御
結
構
二
御
会
釈
被
遊
、
其
劒
ハ
入
も

　
　
　
　
す
な
　

　
　
　
直
ヲ
ニ
而
、
下
6
押
而
か
は
ち
ヲ
相
立
古
義
も
無
之
、
自
ラ
御
成
来
二
罷
成
居
舘
解
義
と
　
思
召
、
元
来
不
都
合
之
豊
肥
御
座
候
、
既
二
　
公
儀
二
而

　
　
も
、
以
前
一
国
芝
之
御
大
名
方
ヘ
ハ
、
御
参
勤
之
醐
ハ
御
老
中
為
御
名
代
御
殿
山
迄
御
出
向
御
座
候
程
訓
言
二
候
処
、
唯
今
二
而
ハ
、
諸
事
之
御
仕
成
全

　
　
以
右
様
二
無
蓋
座
論
、
是
等
之
儀
、
同
シ
類
之
事
と
被
　
思
召
候
、
乱
書
　
御
奉
書
出
御
文
案
御
霜
被
遊
候
処
、
御
国
家
御
客
御
大
名
二
さ
へ
、
喜
思
召
、

　
　
或
ハ
感
思
召
と
在
之
候
、
是
則
豆
苗
違
憲
へ
と
も
、
　
御
家
伊
欝
御
家
専
意
6
申
渡
之
手
紙
、
又
ハ
御
近
習
共
6
御
家
老
共
へ
相
古
銭
奉
手
紙
之
類
二
而

　
　
候
、
然
ル
ニ
　
御
家
二
二
ハ
、
可
被
得
其
意
候
、
又
ハ
　
御
意
二
筋
と
相
認
候
、
藷
粥
先
代
之
通
二
　
上
6
之
御
書
二
ら
れ
意
字
御
入
影
壁
候
二
お
み
て

　
　
　
ハ
、
夫
6
割
出
シ
、
別
段
之
晶
々
ハ
い
か
・
相
認
可
落
前
、
甚
不
都
合
二
番
成
、
上
下
駅
留
礼
分
別
乱
立
不
二
候
県
西
　
思
召
、
甚
御
結
構
過
申
候
、
右

　
　
ら
れ
之
字
御
加
被
遊
君
ハ
、
　
御
先
代
器
品
も
思
召
寄
被
遊
御
座
而
之
御
事
と
　
思
召
候
ヘ
ハ
、
於
磁
極
ハ
先
達
而
之
　
上
思
召
寄
二
任
せ
、
此
後
弥
御

　
　
指
止
可
被
遊
候

　
重
喜
の
、
幕
府
に
対
す
る
国
持
外
様
大
名
の
立
場
認
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
興
昧
深
い
記
述
で
も
あ
る
。
重
喜
は
、
ま
ず
無
条
件
に
先
例

に
従
う
の
で
は
な
く
、
時
勢
に
応
じ
た
対
応
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
は
幕
府
・
老
中
と
「
御
国
家
御
客
御
大
名
」
口
国
持
外
様
大
名
の

関
係
を
例
に
引
い
て
、
家
老
に
対
し
て
「
被
」
の
字
を
用
い
る
こ
と
が
如
何
に
法
外
な
丁
重
さ
で
あ
る
か
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
重
喜
の

主
張
に
対
し
て
は
、
先
例
を
楯
に
し
た
兵
庫
の
主
張
も
通
ら
ず
、
兵
庫
も
「
公
儀
6
見
墨
筆
而
ハ
、
御
国
持
御
大
名
単
方
ハ
、
共
二
分
国
之
諸

侯
二
而
御
座
候
、
三
二
　
権
現
様
・
至
鎮
轡
型
時
節
ハ
、
御
位
階
者
違
濫
へ
と
も
御
同
列
之
御
事
」
と
同
意
の
旨
を
述
べ
、
「
公
儀
へ
御
准
シ

被
遊
候
　
思
召
寄
こ
被
遊
御
座
候
ハ
、
乍
恐
私
共
存
寄
も
無
御
座
候
」
と
納
得
す
る
し
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
先
例
に
と
ら
わ
れ
な
い
あ
り
方
を
主
張
す
る
重
喜
は
、
同
年
二
月
の
「
役
席
役
高
の
制
」
導
入
表
明
へ
と
突
き
進
ん
で
い
っ
た
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の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
「
役
席
役
高
の
嗣
」
導
入
の
際
に
山
田
織
部
に
協
力
を
要
請
し
た
書
付
の
中
で
、
重
喜
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
先
代
冷
盛
代
之
義
二
候
横
隔
、
政
務
区
々
二
相
見
へ
候
、
第
一
家
老
用
人
共
杯
之
気
風
ハ
多
近
代
蝕
甚
来
作
法
二
相
随
候
様
二
相
見
へ
候
、
勿
論
近
代
に

　
　
も
宜
事
も
有
之
候
へ
共
、
口
開
道
二
合
さ
る
事
も
多
ク
有
之
遣
様
二
相
見
へ
候
、
近
習
共
心
ハ
先
代
之
成
鳥
作
法
而
已
二
相
随
候
蛍
藺
相
見
へ
候
、
勿
論

　
　
先
代
に
も
重
事
も
有
之
候
へ
共
、
道
に
合
さ
る
義
も
有
之
候
、
然
者
我
等
に
お
み
て
ハ
何
れ
の
代
に
島
島
ひ
可
申
と
も
不
存
候
、
勿
論
只
今
迄
之
通
り
に

　
　
て
ハ
国
家
不
曲
管
破
門
、
必
然
二
候
、
依
之
我
等
儀
ハ
此
後
先
代
面
心
薬
研
勿
論
雄
偉
ひ
、
不
宜
義
ハ
作
法
成
来
二
候
共
、
屹
と
相
改
選
心
得
二
三
、
将

　
　
又
右
存
寄
不
相
立
候
ヘ
ハ
、
我
等
こ
お
る
て
ハ
政
務
難
相
調
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
高
橋
啓
氏
は
こ
の
書
付
に
つ
い
て
、
重
喜
が
「
独
自
の
政
治
路
線
を
表
明
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
」
と
評
価
し
て
い
る
。
重
喜
は
、

家
老
の
用
い
る
「
近
代
之
成
来
作
法
」
、
近
習
役
の
主
張
す
る
「
先
代
之
導
出
作
法
」
の
両
者
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
よ
い
点
も
悪
い

点
も
あ
り
、
ど
ち
ら
に
も
し
た
が
わ
な
い
。
先
例
の
中
で
よ
い
と
思
っ
た
も
の
は
用
い
る
が
、
よ
く
な
い
と
思
っ
た
も
の
は
改
め
る
、
と
宣
言

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
例
を
無
条
件
に
は
重
視
し
な
い
と
い
っ
た
こ
う
し
た
重
喜
の
考
え
方
が
、
家
中
の
反
発
を
招
き
、
君
臣
抗
争
へ
と
至

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
本
稿
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
先
例
を
重
視
し
な
い
と
し
た
重
喜
に
し
て
も
、
「
先
代
」
（
綱
魚
期
以
前
）
と

「
近
代
」
（
綱
矩
期
以
降
）
の
「
成
来
作
法
」
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
時
期
区
分
認
識
は
、
賀
嶋
兵
庫
の
藩

政
史
認
識
と
共
通
し
て
い
る
。
兵
庫
の
見
解
の
影
響
を
受
け
て
の
認
識
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
重
　
喜
）

　
と
こ
ろ
で
、
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
に
幕
命
に
よ
っ
て
重
喜
が
隠
居
し
た
際
、
幕
府
か
ら
は
家
老
た
ち
に
対
し
て
「
阿
波
守
一
己
之
存
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

四
界
取
計
再
興
者
不
桐
用
、
前
々
同
家
法
之
通
可
相
書
画
」
と
い
う
指
示
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
安
永
・
天
明
期
の
徳
島
藩
政
は
、
政
治
の

あ
り
方
が
重
喜
家
督
相
続
以
前
へ
と
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
重
喜
の
い
う
「
近
代
之
管
玉
作
法
」
が
用
い
ら
れ
、
政
治
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
徳
島
藩
に
お
け
る
政
治
の
あ
り
方
は
、
そ
の
先
例
を
め
ぐ
っ
て
、
結
果
的
に
「
先
代
」
（
網
春
期
以
前
）
か
「
近

代
」
（
綱
矩
期
以
降
）
か
と
い
う
枠
組
み
で
議
論
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
督
を
相
続
し
た
一
一
代
白
煙
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は
当
時
幼
少
で
あ
っ
た
た
め
、
家
老
長
谷
川
近
江
が
中
心
と
な
っ
て
政
治
を
行
っ
た
が
、
実
は
こ
の
長
谷
川
近
江
も
、
存
寄
並
等
の
賀
嶋
兵
庫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
記
述
し
た
も
の
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
直
仕
置
の
変
遷
を
軸
と
し
た
時
期
区
分
に
よ
る
賀
嶋
兵
庫
の
藩
政
史
認
識
が
、
徳

島
藩
に
お
い
て
自
明
の
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
想
定
し
て
も
大
き
く
外
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
藩
政
史
認

識
が
、
治
昭
に
よ
る
寛
政
改
革
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

①
蜂
須
賀
家
に
お
い
て
は
、
家
格
と
役
職
が
対
応
関
係
に
あ
り
、
中
老
は
家
老
に

　
次
ぐ
上
か
ら
二
番
目
の
家
格
で
あ
る
。
な
お
、
笠
谷
前
掲
響
王
君
門
押
込
」
の
構

　
造
臨
に
詳
し
い
。

②
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
。

③
蜂
須
賀
家
文
書
翫
三
八
四
。

④
対
応
す
る
法
令
は
、
藩
法
研
究
会
編
噛
藩
法
集
三
徳
島
藩
輪
（
譲
文
社
、
一
九

　
六
二
年
）
＝
四
号
の
無
智
五
年
九
月
一
五
臼
の
史
料
で
あ
る
。

⑤
史
料
中
の
「
か
は
ち
偏
に
つ
い
て
は
、
他
の
史
料
の
文
脈
と
も
合
わ
せ
て
考
え

　
る
に
、
威
勢
又
は
権
威
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
た
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ

　
て
い
る
。

⑥
蜂
須
賀
家
文
書
酌
三
八
四
。
以
下
、
本
節
に
お
い
て
特
に
注
記
し
な
い
場
合
は

　
同
史
料
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

⑦
蜂
須
賀
家
文
書
恥
三
九
〇
1
三
。

⑧
高
橋
前
掲
「
宝
暦
期
の
徳
島
藩
…
重
喜
と
「
新
法
」
を
め
ぐ
っ
て
一
」
。

⑨
蜂
須
賀
家
文
書
酌
三
八
。

⑩
蜂
須
賀
家
文
書
酌
三
八
四
。
前
掲
『
徳
島
藩
職
制
取
調
書
抜
隔
の
「
解
題
」
参

　
照
。

第
三
章
　
寛
政
改
革
の
政
治
構
造

藩政改革の政治構造（三宅）

1

寛
政
改
革
の
発
端
と
直
仕
置
復
帰
宣
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
徳
島
藩
の
寛
政
改
革
に
つ
い
て
は
、
安
澤
秀
一
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
安
澤
氏
は
、
一
一
代
治
昭
に
よ
る
寛
政
改
革
が
、
「
藩
主

直
仕
置
」
を
中
核
と
し
て
、
財
政
改
革
・
行
政
改
革
・
教
育
改
革
・
地
方
支
配
改
革
の
四
局
面
に
展
開
し
た
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。
安
澤
氏

は
、
寛
政
改
革
の
発
端
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
重
喜
隠
居
後
に
行
わ
れ
た
家
老
長
谷
川
近
江
に
よ
る
専
権
政
治

に
対
し
、
藩
主
治
昭
は
、
成
長
と
同
時
に
、
財
政
悪
化
の
問
題
を
背
景
と
し
て
、
次
第
に
近
江
の
や
り
方
に
対
す
る
疑
念
・
不
満
を
感
じ
る
よ
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う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
近
江
を
罷
免
し
た
上
で
、
初
代
至
重
～
三
代
光
隆
ま
で
の
「
祖
法
」
に
則
っ
て
の
直
仕
置
復
帰
を
宣
雷
し
、
改
革
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

開
始
さ
れ
た
と
す
る
。
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
、
帰
国
直
後
の
五
月
～
四
日
に
、
治
昭
が
直
仕
置
復
帰
を
家
中
に
対
し
て
宣
言
し
た
史
料
を

次
に
示
す
。

　
　
国
政
隷
農
、
　
御
先
祖
方
御
法
令
御
建
直
之
事
二
番
亜
系
、
古
法
二
随
ひ
可
長
行
ハ
勿
論
之
事
二
番
得
共
、
年
久
敷
儀
、
　
御
代
数
藩
候
程
、
自
ラ
其
根

　
　
元
を
取
失
ひ
、
守
り
成
儀
を
も
古
法
成
来
縦
様
二
心
得
違
王
者
も
有
之
、
書
中
近
来
之
勝
手
故
、
無
正
元
建
も
相
流
れ
候
段
、
誠
二
被
尽
御
寺
を
候
　
御

　
　
先
祖
方
へ
対
し
候
而
も
不
相
遜
譲
二
候
、
依
器
量
右
旧
弊
ヲ
取
補
箋
、
万
事
国
政
之
儀
、
　
至
前
殿
6
光
隆
殿
迄
之
御
法
令
二
随
ひ
、
且
ハ
承
応
・
明
暦

　
　
之
趣
二
応
し
、
手
政
事
之
野
合
を
以
可
五
行
候
、
勿
論
時
勢
古
今
調
差
別
有
之
事
二
候
得
ハ
、
譲
与
令
寄
書
風
上
、
尚
亦
時
宜
之
斜
面
を
も
相
加
へ
候
事

　
　
　
二
品
、
錐
然
旧
弊
二
相
馴
候
所
6
全
キ
ヶ
條
を
も
新
黒
垂
二
心
得
違
候
者
も
可
有
之
哉
二
候
故
、
彼
是
申
聞
道
直
喩
候
問
、
柳
無
疑
惑
、
藤
里
可
有
精
勤

　
　
候
、
此
旨
諸
役
人
共
へ
も
可
為
申
聞
者
也

　
「
国
政
」
を
「
古
法
」
に
従
っ
て
行
う
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
初
代
か
ら
長
い
年
数
が
経
過
し
た
結
果
、
「
古
法
」
の
「
根
元
」
が
失
わ
れ
、

「
尽
り
成
儀
」
も
「
古
法
成
来
」
の
よ
う
に
主
張
す
る
間
違
っ
た
者
も
い
る
。
そ
こ
で
、
財
政
再
建
の
た
め
に
も
、
そ
の
よ
う
な
弊
害
を
取
り

除
く
た
め
、
初
代
五
二
～
三
代
光
隆
ま
で
の
法
令
に
従
っ
て
、
「
承
応
・
明
暦
之
趣
」
に
基
づ
き
、
「
手
政
事
定
格
合
」
で
政
治
を
行
う
。
た
だ

し
、
「
時
勢
古
今
之
差
別
」
も
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
政
治
を
行
う
、
と
治
昭
は
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
手
政
事
唾
石
合
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
宝
暦
期
の
賀
嶋
兵
庫
の
藩
政
史
認
識
は
、
①
家
政
・
至
急
・
忠
英
期

と
光
隆
期
の
一
部
の
「
御
直
之
御
手
仕
置
」
の
時
期
か
ら
、
②
光
隆
期
の
内
「
承
応
・
明
暦
」
期
と
綱
年
期
の
「
御
手
仕
置
帰
心
格
相
」
の
時

期
を
経
て
、
③
早
苗
期
以
降
の
「
御
家
老
御
仕
置
」
の
時
期
に
至
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
兵
庫
の
認
識
の
②
の
「
御
手
仕
置
之
御
格

相
」
と
、
治
昭
の
「
手
政
事
之
格
合
」
は
、
表
現
が
似
通
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
治
療
は
綱
通
期
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
光
隆
期

の
「
承
応
・
明
暦
之
趣
」
に
基
づ
い
た
政
治
の
あ
り
方
が
「
手
政
事
之
格
合
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
治
昭
の
認
識
に
、
賀
嶋
兵
庫
の
藩
政
史

認
識
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
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そ
れ
で
は
、
治
昭
が
直
仕
置
復
帰
を
宣
言
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

2

直
仕
置
復
帰
へ
の
経
緯
と
藩
政
史
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
安
澤
氏
に
よ
れ
ば
、
治
昭
が
ど
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
直
仕
置
復
帰
へ
の
志
向
を
育
て
上
げ
て
い
っ
た
の
か
を
伝
え
る
史
料
は
二
種
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

一
つ
目
は
享
和
一
＝
一
八
〇
二
）
年
に
治
昭
が
往
年
を
振
り
返
っ
て
自
身
の
体
験
や
考
え
を
述
べ
た
記
録
で
あ
り
、
二
つ
目
は
寛
政
元
年
に
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

習
役
に
対
し
て
語
っ
た
と
さ
れ
る
趣
意
を
記
し
た
書
付
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
享
和
二
年
の
記
録
を
分
析
す
る
。

　
単
一
治
世
の
前
半
閥
天
明
・
安
永
期
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
家
老
長
谷
川
近
江
の
専
権
体
制
で
あ
り
、
吊
忍
は
「
幼
弱
青
年
之
間
、
夫
々
老

臣
之
芋
蔓
二
任
来
り
」
と
い
っ
た
状
態
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
「
杢
頭
耳
隠
中
事
」
す
な
わ
ち
八
代
宗
鎮
の
時
期
の
政
治
の
あ
り
方
を
「
諸

目
当
」
と
し
て
政
治
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
家
老
長
谷
川
近
江
は
、
「
古
道
二
違
」
と
の
理
由
で
予
土
に
対
し

て
主
張
を
押
し
通
す
こ
と
が
多
く
、
治
昭
は
心
中
穏
や
か
な
ら
ぬ
も
の
を
持
ち
な
が
ら
も
我
慢
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
中
、
治
昭
は
、
家
中
に
お
い
て
「
薪
式
」
と
「
古
風
」
が
好
き
勝
手
に
主
張
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
で
は
「
所
謂
古
法
と
称
す
る
所

将
な
き
次
第
」
と
考
え
、
「
往
時
之
評
議
古
道
之
本
源
」
を
自
身
で
取
り
調
べ
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
十

　
　
　
　
⑥

月
七
日
に
次
の
よ
う
に
家
中
へ
申
し
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
明
末
年
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
政
事
方
を
始
、
其
余
病
義
と
い
へ
と
も
、
近
来
二
至
り
追
々
新
古
之
差
別
も
な
く
、
ロ
ハ
い
っ
と
な
く
区
二
相
成
、
亦
は
二
儀
　
決
せ
し
め
さ
る
様
之
事
も

　
　
間
々
相
見
候
間
、
尚
追
々
右
様
望
事
は
得
と
新
古
之
差
別
相
正
シ
、
又
は
新
古
と
も
単
相
極
量
は
、
右
入
選
を
以
申
出
候
様
可
有
之
事
…
…

　
そ
し
て
、
治
昭
が
自
身
で
調
べ
た
結
果
、
「
近
江
杯
年
来
相
法
候
古
道
旧
式
等
ハ
懸
隔
之
違
、
絶
言
語
た
る
三
二
候
」
と
、
「
古
道
旧
式
等
」

は
近
江
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
治
昭
が
調
べ
た
結
果
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
幽
翠
殿
其
上
を
建
さ
せ
ら
れ
、
御
国
法
之
基
相
思
り
候
、
殊
其
頃
諸
国
之
法
則
極
り
、
一
国
の
私
儀
に
あ
ら
す
、
　
蓬
庵
殿
寛
永
十
五
年
迄
　
忠
英
殿
初
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政
之
間
不
浅
御
心
配
有
、
其
時
代
之
国
難
も
相
解
糖
、
　
光
隆
殿
二
至
、
永
世
之
模
範
多
相
樵
り
候
、
是
等
之
儀
ハ
、
当
国
之
払
方
、
当
家
磯
馴
典
一
一
候
、

　
　
留
処
、
寛
文
五
年
　
光
隆
殿
御
逝
去
、
同
六
年
冷
初
て
元
機
忽
諸
せ
し
め
、
　
綱
通
殿
御
幼
年
之
相
続
、
　
綱
矩
殿
御
青
年
之
相
続
、
　
宗
員
四
二
至
、

　
　
古
法
之
御
調
有
之
候
へ
と
も
、
時
情
婦
し
か
た
く
、
　
宗
英
殿
ニ
ハ
初
よ
り
二
二
相
続
之
由
子
細
有
之
儀
、
ケ
様
二
累
世
自
然
崩
来
り
候
処
、
　
宗
鎮
殿

　
　
当
家
へ
御
入
之
節
、
初
よ
り
万
事
深
く
御
遠
慮
有
之
由
、
其
旨
趣
却
而
他
家
之
口
号
二
残
り
候

　
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
治
昭
の
藩
政
史
認
識
を
、
宝
暦
期
の
賀
嶋
兵
庫
の
藩
政
史
認
識
と
比
較
し
て
み
る
と
、
綱
福
豆
の
評
価
に
つ
い
て
ず
れ

が
あ
る
。
各
面
兵
庫
が
綱
下
期
を
光
隆
期
の
承
応
・
明
暦
期
と
合
わ
せ
て
「
御
手
仕
置
之
御
格
相
」
の
時
期
と
し
て
高
く
評
価
し
た
の
に
対
し
、

治
昭
は
電
通
期
以
降
「
国
法
」
が
崩
れ
て
き
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
六
代
宗
員
が
「
古
法
之
御
調
」
を
行
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
点
は
、
宗

員
が
直
仕
置
復
帰
を
行
お
う
と
し
た
と
い
う
賀
嶋
兵
庫
の
認
識
と
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
復
帰
す
べ
き
先
例
を
ど
こ
に
求

め
る
か
の
前
提
と
し
て
の
時
期
区
分
の
問
題
（
藩
政
史
認
識
）
に
つ
い
て
、
ど
の
時
点
か
ら
乱
れ
て
き
た
か
を
探
る
と
い
う
視
点
は
一
致
し
て

お
り
興
味
深
い
。

　
こ
う
し
て
治
昭
は
、
「
歴
年
之
事
跡
」
を
「
追
考
」
し
た
結
果
と
し
て
、
直
仕
置
復
帰
を
志
向
し
、
「
古
典
之
真
意
を
正
し
、
釜
中
確
一
之
志

を
修
し
度
」
と
考
え
、
寛
政
二
年
に
「
御
三
代
之
間
、
又
ハ
承
応
・
明
暦
之
儀
を
心
と
可
仕
立
」
を
家
中
に
宣
涌
し
た
と
い
う
。
こ
こ
に
も
や

は
り
直
仕
置
復
帰
の
宣
言
と
同
様
に
、
始
め
の
三
代
の
時
期
か
ら
光
隆
期
の
承
応
・
明
暦
期
を
区
別
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。
賀
嶋
兵
庫
に
よ
る
直
仕
置
の
変
遷
を
軸
と
し
た
三
段
階
の
時
期
区
分
に
よ
る
藩
政
史
認
識
と
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
寛
政
元
年
の
書
付
を
分
析
す
る
。
こ
れ
は
、
近
習
役
に
対
し
て
近
習
役
の
職
務
に
つ
い
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
治
昭
は
、
ま
ず
、
財
政
窮
乏
の
中
で
家
中
へ
の
扶
持
方
の
支
払
い
が
滞
っ
て
い
る
こ
と
に
強
い
責
任
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
家
老
長

谷
川
近
江
が
「
口
上
斗
」
で
何
ら
財
政
再
建
の
具
体
的
な
施
策
を
行
わ
な
い
こ
と
に
対
す
る
憤
り
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
治
昭
が
自
ら
財
政
再

建
に
向
け
て
の
財
政
調
査
を
命
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
近
習
役
に
対
し
て
述
べ
て
い
る
。

　
　
我
等
心
得
違
二
候
ハ
・
、
い
ヶ
様
と
も
右
心
得
違
之
主
意
屹
与
申
聞
、
仮
手
討
二
歳
候
と
も
君
経
過
心
事
布
薩
可
申
事
、
又
万
…
我
等
心
得
蘇
方
宜
存
、
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近
江
杯
い
た
し
方
策
宜
与
存
盛
事
有
之
候
ハ
・
、
た
と
い
家
老
共
い
ヶ
様
二
申
候
と
も
き
っ
と
異
見
申
聞
、
我
等
存
意
相
之
、
国
中
押
及
候
様
二
可
取
計
、

　
　
右
両
様
之
処
が
誠
二
近
習
役
二
て
可
有
之

　
治
昭
は
、
自
ら
の
施
策
と
近
江
の
施
策
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
、
そ
の
是
非
を
近
習
役
だ
ち
に
問
い
か
け
た
。
そ
し
て
、
治
昭
が
間
違
っ

て
い
る
と
思
え
ば
治
昭
に
諌
言
し
、
治
昭
が
正
し
く
家
老
が
間
違
っ
て
い
る
と
思
え
ば
家
老
に
意
見
し
て
治
昭
の
施
策
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す

る
の
が
、
近
習
役
の
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
治
昭
は
、
近
習
役
と
は
「
我
等
6
家
老
へ
申
聞
ル
義
と
又
家
老
台
我

等
江
申
聞
事
と
の
仲
使
役
料
勤
候
様
成
も
の
」
で
あ
る
と
し
、
藩
主
と
家
老
の
間
に
あ
っ
て
、
藩
主
・
家
老
に
対
し
て
政
治
上
の
意
見
を
述
べ

る
の
が
近
習
役
の
役
割
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
治
昭
が
近
習
役
の
役
割
を
重
視
し
、
近
習
役
に
期
待
を
か
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
営
繕
自
身
の
認
識
・
志
向
を
、
前
章
で
紹
介
し
た
賀
下
兵
庫
の
藩
政
史
認
識
・
「
作
法
成
来
り
」
認
識
と
比
較
し
て

み
る
と
、
直
仕
置
の
時
期
を
高
く
評
価
し
て
、
家
老
仕
置
の
あ
り
方
に
近
来
の
問
題
の
原
因
を
求
め
る
認
識
、
そ
し
て
、
直
仕
置
を
重
視
し
た

結
果
と
し
て
の
近
習
役
重
視
の
志
向
は
、
両
者
に
共
通
し
て
い
る
。
治
昭
が
「
往
時
之
旧
恩
古
道
之
本
源
」
を
取
り
調
べ
た
際
に
、
賀
嶋
兵
庫

の
残
し
た
「
存
寄
書
」
や
「
作
法
成
来
草
案
」
を
参
照
し
た
可
能
性
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
喜
憂
兵
庫
の
残
し
た
史
料
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
近
江
が
閲
覧
し
た
こ
と
や
、
後
の
天
保
期
に
＝
一
代
斎
昌
に
よ
っ
て
も
閲
覧
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
治
昭
が
賀
嶋
兵
庫
の
認
識
に
触
れ
た
こ
と
を
直
接
的
に
示
す
史
料
は
残
念
な
が
ら
見
あ
た
ら
な
い
。
た
だ
、

治
昭
に
よ
る
寛
政
期
の
い
く
つ
か
の
施
策
に
つ
い
て
も
、
賀
田
兵
庫
の
認
識
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
事
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
。
い
く
つ
か
の
傍
証
を
例
と
し
て
示
し
て
お
く
。
ま
ず
、
「
作
法
成
来
草
案
」
に
お
い
て
賀
嶋
兵
庫
は
、
四
代
綱
通
以
降
、
家
臣
の
知
行
宛

行
の
判
物
が
発
給
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
上
し
て
い
る
（
五
三
条
目
）
が
、
寛
政
三
～
四
年
に
治
昭
は
判
物
の
発
給
に
つ
い
て
家
中
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
「
作
法
青
葉
草
案
」
に
「
弐
百
五
拾
石
已
上
ハ
騎
馬
と
国
立
、
必
要
不
致
所
持
候
而

ハ
相
成
不
安
儀
、
其
已
下
ハ
心
次
第
之
儀
二
御
座
候
」
（
二
七
条
目
）
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
寛
政
七
年
十
二
月
一
日
目
制
令
の
中
で
「
唯
今
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

非
～
統
馬
繋
候
様
こ
と
の
御
事
二
は
場
之
候
得
共
、
二
百
五
十
石
以
上
繋
候
義
、
相
調
候
程
之
面
々
は
心
得
違
之
筋
無
直
様
」
と
述
べ
ら
れ
て
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い
る
。
寛
政
改
革
に
お
い
て
、
賀
嶋
兵
庫
の
残
し
た
「
存
寄
書
」
や
「
作
法
成
来
草
案
」
等
の
史
料
が
参
考
書
的
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
は

否
定
で
き
な
い
。

　
兵
庫
・
治
昭
の
両
者
は
、
共
に
当
時
の
家
老
仕
置
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
直
仕
置
へ
の
回
帰
を
標
榜
し
、
ど
の
時
点
か
ら
直
仕
置
の
本
来
的

あ
り
方
が
乱
れ
て
き
た
の
か
、
と
の
視
点
か
ら
藩
政
史
認
識
を
形
成
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
綱
通
期
の
評
価
に
つ
い
て
ず
れ
が
見
ら
れ
る
等
、
両

者
の
認
識
に
は
相
違
点
が
あ
る
。
た
だ
、
①
直
仕
置
か
ら
②
「
御
手
仕
置
之
御
格
相
」
の
時
期
を
経
て
③
家
老
仕
置
へ
変
遷
し
た
と
す
る
藩
政

史
認
識
の
枠
組
が
、
徳
島
藩
に
お
い
て
宝
暦
期
に
形
成
さ
れ
、
寛
政
期
に
は
自
明
の
も
の
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
直
仕
置
か
ら
家
老
仕
置
へ
変
遷
し
た
と
す
る
藩
政
史
認
識
の
中
で
、
ど
の
時
点
に
復
帰
す
べ
き
先
例
を

求
め
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
政
治
改
革
の
際
の
政
策
基
調
の
根
拠
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
段
階
へ
と
至
っ
て
い
た
の
が
寛
政
期
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
治
昭
の
近
習
役
を
重
視
す
る
志
向
に
し
て
も
、
自
ら
の
境
遇
へ
の
不
満
か
ら
近
習
役
の
重
視
を
主
張
し
た
賀
嶋
兵
庫
の
認
識
の
影
響

を
受
け
た
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
藩
主
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
近
習
役
重
視
で
あ
る
。
治
下
は
自
身
の
価
値
観
か
ら
既
存
の
藩
政
史
認
識
に

対
し
て
判
断
を
加
え
、
治
昭
自
ら
の
認
識
を
育
て
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

3

寛
政
改
革
期
の
意
思
決
定
構
造

　
前
節
で
、
治
昭
が
近
習
役
に
対
し
て
積
極
的
に
政
治
に
関
わ
る
こ
と
を
求
め
、
そ
の
協
力
の
も
と
で
直
仕
置
復
帰
を
目
指
し
た
こ
と
を
指
摘

し
た
が
、
こ
う
し
た
治
昭
の
志
向
に
対
し
て
い
ち
早
く
反
応
し
、
「
存
寄
書
」
を
提
出
し
て
長
谷
川
近
江
へ
の
批
判
等
を
述
べ
た
の
が
近
習
役

の
佐
渡
采
女
で
あ
っ
た
。
佐
渡
采
女
は
、
そ
の
後
、
治
昭
の
大
き
な
信
任
を
得
る
こ
と
と
な
り
、
寛
政
期
の
政
治
構
造
に
お
い
て
中
心
的
な
役

割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
た
だ
、
寛
政
期
に
、
近
習
役
が
従
来
に
比
べ
て
政
治
的
に
大
き
な
権
限
を
有
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
寛
政
期
の
政
治
構
造

に
お
い
て
、
決
し
て
家
老
の
政
治
的
位
置
が
低
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
む
し
ろ
、
治
昭
は
家
老
の
政
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治
的
位
置
を
重
視
し
て
積
極
的
に
家
老
と
の
関
係
維
持
に
努
め
、
家
老
と
の
良
好
な
関
係
の
も
と
で
寛
政
改
革
を
遂
行
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
穿
て
作
法
條
呂
二
相
懸
紐
義
有
之
時
は
、
都
て
家
老
共
始
夫
々
持
場
準
々
之
役
筋
え
相
尋
候
て
、
作
法
之
趣
二
相
随
ひ
、
取
三
等
可
相
守
事
二
候
、
勿
論
、

　
　
物
品
二
寄
断
て
ハ
、
家
老
共
義
心
外
々
と
ハ
差
別
も
有
之
候
下
草
、
是
は
上
々
よ
り
差
別
ヲ
付
遣
し
候
義
二
て
、
家
老
共
た
り
と
も
、
上
え
対
し
候
事
二

　
　
身
分
之
家
格
と
申
義
は
有
之
問
敷
事
二
連
、
勿
論
作
法
條
目
撃
義
は
、
猶
亦
平
素
臨
時
共
穂
掛
と
夫
々
持
場
二
て
態
々
相
撃
、
柳
こ
て
も
難
相
分
、
時
宜

　
　
馬
取
捌
作
法
之
通
二
も
難
相
任
均
等
有
之
時
は
、
当
職
え
申
上
土
上
、
尚
又
一
統
令
評
議
候
上
、
得
と
我
等
え
相
窺
、
其
上
こ
て
取
計
可
有
之
事
こ
て
、

　
　
去
て
作
法
條
目
え
相
懸
候
事
は
、
当
職
た
り
と
も
下
モ
ニ
て
之
申
談
而
已
之
了
簡
二
て
取
兆
候
義
は
有
之
間
敷
、
是
非
小
事
た
り
と
も
、
上
下
評
議
一
決

　
　
之
上
こ
て
可
相
極
重
二
塁
、
乍
去
、
臨
時
過
急
之
含
糊
至
り
候
て
は
、
又
当
職
之
了
簡
の
ミ
ニ
て
先
隣
時
之
取
捌
は
可
丁
重
、
是
亦
当
職
之
任
こ
て
候
、

　
　
乍
去
、
此
義
は
臨
時
之
取
捌
二
て
、
後
之
議
定
二
可
相
成
義
は
、
上
下
評
議
一
決
之
上
二
て
、
屹
と
上
々
よ
り
差
定
候
事
二
可
有
之
候
問
、
此
段
家
老
共

　
　
始
～
統
尚
又
能
々
心
得
可
罷
在
事

　
⑨

　
右
は
、
在
府
中
の
寛
政
三
年
八
月
二
六
日
に
治
要
が
国
許
の
家
老
賀
嶋
長
門
に
渡
し
た
書
付
で
あ
る
。
政
務
の
中
で
「
作
法
聖
目
」
に
関
わ

る
件
の
取
り
扱
い
方
に
つ
い
て
、
当
職
1
1
仕
置
家
老
の
権
限
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
治
昭
は
家
老
と
い
う
身
分
を
「
外
々
と
ハ
差
別
も
有
之
候
」
も
の
で
あ
る
と
し
、
家
臣
団
の
中
で
別
格
の
権
威
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
う
い
っ
た
権
威
は
「
上
々
よ
り
差
別
ヲ
付
遣
し
」
た
も
の
、
つ
ま
り
主
君
の
側
か
ら
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
家
老
で
あ
る
に
せ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
身
分
之
家
格
」
を
主
君
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
決
め
つ
け
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
家
老
と
い
う
も
の
を
他
一
般
家
臣
と

は
違
う
も
の
と
認
識
し
な
が
ら
も
、
上
か
ら
身
分
（
権
威
）
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
変
わ
ら
な
い
と
す
る
碧
雲
の
姿
勢
が
読
み

取
れ
る
。
こ
う
し
た
家
老
に
対
す
る
認
識
は
、
直
仕
置
か
ら
家
老
仕
置
へ
変
遷
し
た
と
い
う
藩
政
史
認
識
の
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
書
付
で
は
、
「
難
相
方
」
ま
た
は
「
時
宜
之
取
鞍
作
法
之
通
こ
も
難
相
経
義
」
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
ま
ず
仕
置
家
老
へ
報
告
し
、

次
に
家
老
～
統
で
評
議
し
、
藩
主
治
昭
に
「
相
公
」
つ
た
上
で
処
置
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
仕
置
家
老
と
い
え
ど
も

藩
主
へ
の
伺
い
を
経
ず
に
処
置
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
諸
事
決
定
の
基
本
的
過
程
と
し
て
「
上
下
評
議
一
決
之
上
」
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
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い
る
。
も
っ
と
も
、
「
臨
時
過
急
弓
場
」
の
時
は
仕
置
家
老
の
専
権
を
許
可
し
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
場
合
に
仕
置
家
老
が
そ
の
責
任
で
、
事

を
独
自
に
処
置
す
る
こ
と
も
ま
た
「
当
職
之
任
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
臨
時
之
取
捌
」
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
、
基
本
的
に
は
や
は
り
「
上
下
評
議
一
決
之
上
」
で
の
処
置
を
徹
底
し
て
い
る
。

　
治
昭
は
、
自
ら
の
藩
政
史
認
識
に
基
づ
き
、
藩
政
機
構
上
の
最
上
位
者
と
し
て
家
老
の
権
限
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
「
上
下
評
議
～
決
之

上
」
と
い
う
姿
勢
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
老
の
専
権
に
対
し
て
一
定
の
製
肘
を
加
え
た
と
い
え
る
。

　
さ
て
、
寛
政
期
の
政
治
構
造
に
お
け
る
家
老
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
天
明
期
以
前
の
長
谷
川
近
江
専
権
政
治
に
対
す
る
反
動
と
し
て
評
価
す

る
必
要
が
あ
る
。

　
　
持
病
格
別
之
儀
も
無
之
候
由
、
珍
重
二
候
、
撮
当
年
留
守
申
ハ
、
九
郎
兵
衛
・
長
門
頭
立
理
事
、
只
今
迄
ハ
何
事
も
近
江
へ
相
す
が
り
樹
齢
、
両
人
頭
立

　
　
留
守
手
事
ハ
、
当
年
始
而
同
様
之
事
二
而
、
未
年
若
之
者
と
も
、
苗
田
富
田
之
御
告
等
も
有
之
候
平
話
候
へ
者
、
尚
更
以
我
等
こ
お
る
て
も
心
配
之
事
二

　
　
候
、
つ
い
て
滞
在
国
津
蓮
も
同
断
之
事
な
が
ら
、
尚
更
以
富
田
御
盆
合
着
事
杯
ハ
、
両
人
へ
対
し
、
柳
存
寄
等
遠
慮
無
之
被
申
談
下
様
二
と
存
候
、
又
政

　
　
事
向
之
寄
人
お
み
て
も
、
蓋
附
之
義
杯
ハ
長
門
へ
も
申
、
又
ハ
直
封
看
者
勇
左
衛
門
迄
な
り
と
も
江
府
へ
直
々
我
等
整
容
申
越
候
と
も
、
随
分
宜
存
候
間
、

　
　
都
而
右
様
民
事
杯
、
い
つ
も
稀
事
な
が
ら
、
尚
更
以
襟
留
守
中
ハ
無
遠
慮
、
万
事
心
附
雪
暮
希
倦
困
二
存
候
、
群
言
内
々
一
書
ヲ
以
申
遣
候
也

　
　
　
右
御
書
三
月
十
二
日
被
下
澱
候

　
⑧

　
右
は
、
寛
政
三
年
の
出
府
直
前
に
、
隠
居
し
た
家
老
で
あ
る
池
田
粛
粛
に
宛
て
た
治
昭
の
書
状
で
あ
る
。
治
昭
が
在
府
で
留
守
中
の
こ
と
に

つ
い
て
、
留
守
を
預
か
る
こ
と
に
な
る
家
老
の
稲
田
九
郎
兵
衛
・
賀
嶋
長
門
に
対
す
る
意
見
・
輔
佐
を
粛
翁
に
依
頼
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
近

江
以
外
の
家
老
は
若
年
で
も
あ
り
、
「
何
事
も
近
江
へ
相
す
が
り
流
事
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
家
老
た
ち
の
経
験
が
浅
く
、
留
守
の
仕
置

を
預
か
る
の
は
「
面
立
同
様
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
危
遣
し
た
治
昭
が
、
経
験
の
あ
る
粛
翁
を
頼
り
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
は
、
「
富
田
之
御
懸
」
つ
ま
り
、
富
田
屋
敷
で
隠
居
し
て
い
る
～
○
代
重
喜
へ
の
対
応
問
題
が
あ
り
、
治
昭
は
家
老
た
ち
に
互
い
に
協
力
し

て
勤
め
る
こ
と
を
期
待
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
寛
政
三
年
の
出
府
時
に
は
、
仕
置
用
方
を
任
さ
れ
た
賀
嶋
長
門
に
加
え
て
、
本
来
で
あ
れ
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ば
治
昭
の
出
府
乗
船
後
に
は
淡
路
の
洲
本
に
戻
る
は
ず
の
稲
田
九
郎
兵
衛
も
、
翌
年
帰
国
ま
で
徳
島
に
詰
め
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
稲
田
九

郎
兵
衛
を
徳
島
に
詰
め
さ
せ
た
上
に
、
池
田
粛
翁
に
家
老
両
人
の
輔
佐
を
頼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
長
谷
川
近
江
失
脚
後
の
徳
島
藩
の
家
老
層

が
置
か
れ
た
危
機
的
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
治
昭
が
直
仕
置
復
帰
を
宣
言
し
た
に
し
て
も
、
家
老
仕
置
制
を
否
定
し
よ
う
と
し

た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
家
老
仕
置
制
の
危
機
的
状
況
に
対
し
て
、
直
仕
置
復
帰
を
旗
印
に
、
「
上
下
評
議
一
決
之
上
」
と
い
う

政
治
の
あ
り
方
の
基
本
方
針
を
打
ち
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
治
昭
の
信
任
厚
い
近
習
役
の
佐
渡
采
女
に
し
て
も
、
寛
政
五
年
に
「
異
國
船
漂
流
」
へ
の
対
応
も
あ
っ
て
家
老
の
人
数
が
足
り
な
い
と
い
う

状
況
下
で
、
「
家
老
役
」
と
し
て
登
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
治
昭
が
家
老
と
の
評
議
を
経
た
上
で
、
あ
く
ま
で
一
代
限
り
で
登
用
さ
れ
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
り
、
家
老
層
を
臨
時
的
に
補
強
す
る
目
的
で
登
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
治
昭
の
家
老
重
視
の
姿
勢
、
家
老
家
格
を
尊
重
す
る
姿

勢
が
読
み
取
れ
る
。
寛
政
期
の
政
治
構
造
は
、
藩
主
治
昭
と
家
老
の
信
頼
関
係
を
軸
と
し
て
「
上
下
評
議
一
決
」
の
方
針
の
も
と
で
成
り
立
っ

て
い
た
と
理
解
で
き
る
。

　
こ
う
し
た
藩
主
と
家
老
中
心
の
「
上
下
評
議
一
決
之
上
」
と
い
っ
た
意
思
決
定
構
造
こ
そ
が
治
下
が
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
直
仕
置
復
帰

嘗
＝
蕎
に
お
い
て
治
跡
が
「
手
政
事
之
格
合
」
と
し
た
政
治
構
造
で
あ
ろ
う
。
賀
嶋
兵
庫
が
理
想
の
時
期
と
し
た
「
御
手
仕
置
斜
格
相
」
、
す
な

わ
ち
直
仕
置
と
家
老
仕
置
が
両
立
し
て
い
た
光
隆
・
綱
通
年
を
、
憶
想
は
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
そ
の
目
指
す

政
治
構
造
の
実
現
の
た
め
に
、
直
仕
置
復
帰
を
標
榜
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

①
安
澤
秀
一
「
寛
政
期
に
お
け
る
徳
島
藩
の
農
業
と
水
産
業
（
上
）
（
下
）
」
（
噸
桃

　
山
学
院
大
学
経
済
学
論
集
蝕
七
1
　
・
二
・
八
一
二
、
一
九
六
六
年
）
。
同
「
寛

　
政
期
徳
島
藩
に
お
け
る
地
方
支
配
改
革
の
特
質
に
つ
い
て
」
（
『
地
方
史
研
究
』
九

　
二
、
一
九
六
八
年
）
。
同
「
天
明
宋
期
徳
島
藩
に
お
け
る
「
直
仕
遣
」
体
制
の
発

　
端
と
財
政
問
題
」
（
門
社
会
経
済
史
学
臨
三
四
－
六
、
一
九
六
八
年
）
。
嗣
「
安
永

　
期
徳
島
藩
の
財
政
収
支
構
造
」
（
『
桃
山
学
院
大
学
経
済
学
論
集
駈
　
○
一
一
丁
三
、

　
～
九
六
九
年
）
。

②
蜂
須
賀
家
文
書
二
一
六
六
i
一
。

③
安
澤
前
掲
「
天
明
末
期
徳
島
藩
に
お
け
る
「
直
直
鐙
」
体
制
の
発
端
と
財
政
問

　
題
」
。

④
蜂
須
賀
家
文
書
酌
三
二
五
。

⑤
蜂
須
賀
家
文
書
雌
器
二
二
。
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⑥
前
掲
『
藩
法
集
三
徳
島
藩
』
三
八
九
号

⑦
蜂
須
賀
家
文
轡
酌
四
八
六
～
四
九
一
。

⑧
前
掲
『
藩
法
集
三
徳
島
藩
㎞
二
〇
五
号
。

⑨
前
掲
『
藩
法
集
三
徳
島
藩
駄
三
九
七
号
。

⑩
蜂
須
賀
家
に
お
け
る
家
老
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
家
老
家
格
の
形
成
を
「
家

　
中
」
形
成
の
問
題
か
ら
論
じ
た
拙
稿
「
近
世
蜂
須
賀
家
の
「
家
中
」
形
成
と
証
人

　
制
－
大
名
家
に
お
け
る
家
老
の
位
遣
i
」
（
『
日
本
史
研
究
葱
五
三
〇
、
二
〇

　
〇
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑬
蜂
須
賀
家
文
書
恥
一
六
六
1
一
。

⑫
重
喜
は
、
当
初
大
谷
屋
敷
で
隠
居
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、
重
喜
の
豪
奢
な
生

　
活
ぶ
り
が
問
題
と
な
り
、
幕
府
の
命
を
受
け
て
寛
政
元
年
に
重
喜
は
蜜
田
屋
敷
へ

　
移
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
た
た
め
、
重
喜
の
扱
い
に
つ
い
て
は
対
幕
麿

　
関
係
も
含
め
て
慎
重
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑬
蜂
須
賀
家
文
書
酌
五
五
五
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
近
世
中
期
以
降
、
年
貢
収
入
増
が
限
界
に
達
し
、
初
期
か
ら
窮
乏
し
て
い
た
藩
財
政
は
ま
す
ま
す
窮
乏
化
し
、
問
題
化
し
て
い
っ
た
。
領
内

で
は
、
度
重
な
る
飢
謹
の
影
響
も
あ
っ
て
一
揆
や
騒
動
が
頻
発
し
、
藩
は
そ
れ
へ
の
対
膳
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、

宝
暦
期
頃
の
徳
島
藩
に
お
い
て
は
、
家
中
・
領
内
に
お
け
る
作
法
・
風
俗
の
乱
れ
が
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
、
財
政
問
題
へ
の
対

処
と
相
侯
っ
て
倹
約
政
策
・
風
儀
統
制
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
藩
に
残
さ
れ
た
記
録
類
を
参
照
す
る
等
し
て
「
作
法
成
来
り
」
を
調
査
し
た
賀
嶋
兵
庫
は
、
作
法
・
風
俗
が
次
第
に
乱
れ
て
現
行
の
状
況
に

な
っ
た
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
家
中
の
作
法
・
風
俗
を
本
来
あ
る
べ
き
先
代
の
時
期
の
あ
り
方
に
戻
す
こ
と
こ
そ
が
、
家
中
ひ
い
て
は

領
内
の
乱
れ
を
治
め
藩
政
を
立
て
直
す
た
め
の
第
一
の
方
策
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
藩
政
の
変
遷
を
、
①
「
御
手
仕
置
」
の
時
期
か
ら
、
②
家

老
仕
置
と
両
立
す
る
「
御
手
仕
置
之
凶
相
」
の
時
期
を
経
て
、
③
全
く
の
「
御
家
老
御
仕
置
」
の
時
期
へ
至
っ
た
、
と
す
る
賀
嶋
兵
庫
の
藩
政

史
認
識
は
、
②
の
時
期
の
政
治
の
あ
り
方
を
理
想
と
す
る
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
藩
政
史
認
識
の
時
期
区
分
は
、
当
時
の

九
代
重
喜
に
も
共
有
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
重
喜
は
、
先
例
重
視
の
政
策
を
採
ら
ず
、
藩
法
の
導
入
を
表
明
し
て
家
老
を
始
め
と
し
た
家
中
の

反
対
を
受
け
、
君
臣
抗
争
の
結
果
、
幕
命
に
よ
り
隠
居
さ
せ
ら
れ
た
。

　
寛
政
期
に
至
り
、
＝
代
治
昭
は
、
古
礼
兵
庫
と
共
観
し
た
時
期
区
分
に
よ
る
藩
政
史
認
識
か
ら
、
直
仕
置
復
帰
を
宣
言
し
た
。
そ
こ
で
は
、



藩政改革の政治構造（三宅）

初
代
～
三
代
の
法
令
に
従
う
こ
と
と
共
に
、
同
母
兵
庫
が
②
の
時
期
と
し
た
光
隆
期
の
承
応
・
明
暦
期
の
政
治
の
あ
り
方
へ
の
回
帰
が
標
榜
さ

れ
て
い
た
。
治
昭
期
の
政
治
構
造
は
、
直
仕
置
復
帰
の
名
の
も
と
に
、
直
仕
置
と
家
老
仕
置
の
両
立
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
藩
主
と
家

老
層
の
良
好
な
関
係
の
も
と
で
、
「
上
下
評
議
一
決
」
と
い
う
基
本
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
、
改
革
の
諸
政
策
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　
以
上
が
、
徳
島
藩
に
お
い
て
藩
政
史
認
識
が
形
成
さ
れ
、
定
着
し
、
寛
政
改
革
に
お
け
る
直
仕
置
復
帰
と
い
う
形
で
の
復
古
政
策
と
し
て
立

ち
現
れ
た
経
緯
で
あ
る
。
社
会
的
・
政
治
的
状
況
に
規
定
さ
れ
た
政
治
課
題
に
対
し
て
、
政
治
権
力
が
ど
の
よ
う
な
理
念
で
も
っ
て
（
ど
の
よ

う
な
形
態
を
と
っ
て
対
処
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、
先
例
認
識
の
あ
り
方
が
大
き
く
影
響
し
、
規
定
し
て
い
た
こ
と
が
指

摘
で
き
る
。
当
時
の
政
治
課
題
が
、
作
法
・
風
俗
の
乱
れ
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
を
糺
す
た
め
に
「
正
し
い
」
先
例
が
調
査
・
参
照

さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
当
該
時
期
の
政
治
改
革
が
ま
ず
第
一
に
倹
約
・
風
儀
統
制
政
策
と
し
て
行
わ
れ
た
一
つ
の
要
因
、
さ
ら
に
は
、
先
例
重
視

の
姿
勢
か
ら
の
藩
政
史
認
識
形
成
の
一
つ
の
歴
史
的
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
た
だ
、
寛
政
改
革
の
政
治
構
造
に
み
た
よ
う
に
、
復
古
と
は
い
っ
て
も
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
枠
組
と
し
て
定
着
し
た
藩
政
史

認
識
（
藩
政
の
時
期
区
分
認
識
）
に
対
し
て
、
当
該
時
期
の
政
治
課
題
に
応
じ
た
柔
軟
な
先
例
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
宝
暦
期
頃
に
形
成
さ
れ
た
枠
組
と
し
て
の
藩
政
史
認
識
が
、
枠
組
と
し
て
は
定
着
し
な
が
ら
も
応
用
さ
れ
て
い
く
時
期
で
あ
っ

た
と
い
う
、
寛
政
期
の
歴
史
的
位
置
が
見
て
取
れ
る
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
近
世
政
治
秩
序
の
保
守
性
と
柔
軟
性
の
双
方
を
同
時
に
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
復
古
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
政
治
改
革
の
あ
り
方
は
、
徳
島
藩
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
諸
藩
で
も
確
認
で
き
る

こ
と
は
先
行
研
究
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
幕
政
改
革
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
復
古
と
い
う
視
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
徳
島
藩
の
寛
政
改

革
と
時
期
を
同
じ
く
す
る
幕
府
の
松
平
定
信
に
よ
る
寛
政
改
革
に
お
い
て
、
様
々
な
編
纂
・
調
査
事
業
の
あ
っ
た
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

①る
。
ち
な
み
に
、
幕
府
の
寛
政
改
革
と
徳
島
藩
の
寛
政
改
革
の
接
点
に
つ
い
て
は
、
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
に
治
昭
が
松
平
定
信
に
対
し
て
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政
治
上
の
助
言
を
求
め
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
定
信
は
、
政
治
の
心
得
を
記
し
た
書
付
を
治
昭
及
び
家
老
賀
嶋
長
門
に
渡
し
た
。
そ
こ
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

乱
世
に
お
け
る
先
祖
の
苦
労
を
思
え
ば
現
在
の
政
治
等
は
「
先
祖
く
之
労
よ
り
ハ
ま
た
軽
き
か
た
こ
も
可
有
之
哉
」
と
い
っ
た
考
え
が
述
べ

ら
れ
、
平
和
な
時
代
に
あ
っ
て
は
政
治
は
緩
み
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
先
祖
の
苦
労
を
思
っ
て
常
に
自
ら
を
戒
め
る
こ
と
の
大
事
さ
が
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
先
例
重
視
に
基
づ
く
倹
約
・
風
儀
統
制
政
策
へ
と
繋
が
る
視
点
が
窺
え
る
。
当
該
時
期
に
お
け
る
政
治
権
力
の
立

ち
現
れ
方
は
、
個
別
藩
の
事
情
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
幕
藩
領
主
全
体
の
政
治
秩
序
と
し
て
現
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
藩
政
史
認
識
の
形
成
・
定
着
は
、
徳
島
藩
に
お
け
る
先
例
重
視
と
い
う
政
治
秩
序
の
あ
り
方
を
よ
り
一
層
強
め
る
こ
と
と
な
り
、
こ

の
定
着
し
た
藩
政
史
認
識
に
も
影
響
さ
れ
て
、
藩
に
残
さ
れ
て
い
た
記
録
類
の
整
理
・
保
管
事
業
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宝
暦
期
に
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

嶋
兵
庫
ら
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
近
世
前
期
の
記
録
類
の
調
査
・
整
理
は
、
寛
政
期
に
お
い
て
も
先
例
調
査
と
し
て
進
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る

が
、
天
保
期
に
至
っ
て
比
較
的
大
規
模
な
整
理
事
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
天
保
期
の
整
理
事
業
に
お
い
て
は
、
賀
嶋
兵
庫
に
よ

り
形
成
さ
れ
た
藩
政
史
認
識
の
枠
組
に
基
づ
き
、
駕
籠
期
以
前
の
記
録
類
と
以
後
の
記
録
類
を
区
別
し
て
前
者
を
重
視
し
て
行
わ
れ
た
ふ
し
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
現
在
の
蜂
須
賀
家
文
書
の
残
存
状
況
に
も
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
近
世
前
期
の
藩
研
究
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
か
ら
藩
政
（
制
）
確
立
の
時
期
を
め
ぐ
っ
て
統
一
し
た
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
な

　
　
　
　
　
⑤

い
状
況
に
あ
る
。
近
世
申
後
期
の
政
治
の
あ
り
方
を
先
例
と
し
て
規
定
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
先
例
と
さ
れ
た
時
期
を
「
藩
政
確
立
」
期
と
捉

え
る
こ
と
も
、
近
世
の
歴
史
的
諸
段
階
を
把
握
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
一
つ
の
有
効
な
方
法
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
中
後
期
か
ら
の

視
点
に
つ
い
て
も
、
近
世
前
期
の
藩
政
史
料
の
伝
来
の
さ
れ
方
の
考
察
を
含
め
、
近
世
前
期
の
実
態
分
析
と
共
に
、
今
後
さ
ら
に
検
討
し
て
い

く
必
要
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

　
本
稿
で
は
、
徳
島
藩
の
藩
政
改
革
に
つ
い
て
、
藩
政
史
認
識
形
成
の
視
点
か
ら
の
政
治
構
造
分
析
を
行
っ
た
。
近
世
の
政
治
秩
序
の
特
質
を

解
明
す
る
に
は
、
具
体
的
な
領
国
支
配
政
策
と
共
に
、
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
な
認
識
や
政
治
構
造
を
合
わ
せ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
有
効
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で
あ
り
必
要
で
あ
ろ
う
。

①
白
井
哲
哉
「
「
地
理
糺
し
」
と
寛
政
改
革
l
l
勘
定
所
の
活
動
を
中
心
に
一
」

　
（
藤
田
覚
編
『
幕
藩
制
改
革
の
展
開
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
｝
年
）
等
。

②
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
阿
波
国
徳
島
得
点
家
文
書
南
一
四
六
。

③
前
掲
『
徳
島
藩
職
制
取
調
書
抜
』
。

④
徳
島
藩
に
お
け
る
天
保
期
の
記
録
整
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
蜂
須
賀
家

　
文
書
「
草
案
」
の
構
成
と
伝
来
偏
（
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
研
究
』
三
、
二
〇
〇
五

　
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑤
福
田
千
鶴
¶
幕
藩
制
的
秩
序
の
形
成
…
藩
政
確
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
－
」

　
（
山
本
博
文
編
『
新
し
い
近
世
史
～
国
家
と
秩
，
序
臨
新
人
以
往
来
社
、
一
九
九

　
六
年
、
後
、
同
『
幕
藩
制
的
秩
序
と
御
家
騒
動
輪
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
九
年
）

　
に
改
稿
し
て
再
録
）
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
造
形
芸
術
大
学
・
花
園
大
学
非
常
勤
講
師
）

藩政改革の政治構造（詫）
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The　Political　Structure　of　the　Reform　in　Domain　Governrnent：

The　Formation　of　Hiseorical　Consciousness　in　Tokushima　Han

by

MIYAKE　Masaltiro

　　This　paper　considers　the　reforms　of　the　Horeld，　Meiwa，　and　Kansei　eras　in

Tokuskma　han　as　an　example　of　the　political　structure　of　reform　in　domain　gov－

emments　in　the　middle　and　the　latter　part　of　the　early　modern　period．　ln　regards

to　domain　political　reform，　consciousness　of　precedent　had　great　infiuence　and

governed　the　political　stmcture　in　terms　of　which　types　of　concepts　or　forms　of

political　power　were　to　be　exercised　in　dealing　with　the　political　issues　determined

by　social　and　politica！　situations　（e．g．，　fuancial　crises，　peasant　uprisings，　etc．）．

Potitical　reform　was　primarily　carried　out　as　a　poticy　to　control　economic　and　social

behavior　at　the　tlrr｝e，　and　consciousness　of　domain　political　history　was　formed　on

recognition　of　distinct　periods　of　domain　political　history．　Thus，　subsequent　poli－

cies　were　thereafter　developed　based　precedeRts　£hat　were　formed　by　a　set　his－

torical　consciousness．　Although　precedent　was　seriously　considered，　flexible　inter－

pretations　of　precedent　were　made　to　suit　contemporary　issues．　This　demon－

strates　the　sirnultaneous　use　of　conservative　and　fiexible　aspects　in　the　ear｝y　mod－

em　politicai　order．

The　Relationship　between　the　lmperlal　Decree　Xuan　and

the　Written　Edict　in　the　Latter　E｛alf　of　the　Tang　Dynasty

by

ONo　Tatsuya

　　The　word　xuan　was　used　in　several　senses　under　the　scribal　regime　of　the

bureaucratic　administration　of　the　lat£er　haif　of　the　Tang　dynasty．　ln　this　artic｝e，

however，　I　deal　with　the　usage　that　connotes　the　sense　of　conveying　an　emperor’s

intentions　oraRy．　The　act　of　conveying　imperia｝　intentions　orally　and　how　it　func一
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